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     午前９時５９分  開会 

○委員長（菅原辰雄君） おはようございます。 

  予算審査特別委員会２日目でございます。本日も活発なる質疑となることを期待しておりま

すとともに、円滑な運営のご協力をお願い申し上げます。 

  ただいまの出席委員は15人であります。定足数に達しておりますので、これより平成29年度

当初予算審査特別委員会を開会いたします。 

  なお、傍聴の申し出があり、これを許可しております。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  昨日に引き続き議案第50号平成29年度南三陸町一般会計予算を議題といたします。（「議長」

の声あり）阿部委員。 

○阿部 建委員 昨日の採決の件について、現地視察の発言がありまして、それは現地視察がよ

ろしいか、よろしくないかというようなことの採決を委員長が行ったわけですけれども、そ

の採決の方法、私の考え方が正しいか、その辺なんです。私としてはその採決の方法がちょ

っと意に反するようなもんだから座ってはいたんですけれども、その現地視察をすべきと思

う方の、現地視察をすべきだと思うという発言があったのに対して委員長が採決をしたんだ

と。その現地視察をするか否かの採決だったと思うんですけれども、その場合に、反対者の

起立を求めるということは、現地視察に行かないほうだ、現地視察に行かなくてもいいよと

いう方々の採決での起立を求めた。それは間違いありませんか。それは間違いないね。 

  そういうことであれば、やはり採決はあくまでも賛成者だから、あるんですよ、ちゃんと参

考書に、皆さんにも勉強なもんだから、今後を進める。118ページ、119ページに準則が載っ

ていますけれども、やはり可とする者の起立を求めなくちゃだめなんですよ、可とする者ね。

反対の方の起立を求めますというような委員長の諮り方だったので、ちょっとおかしいなと

思ったんですね。私はそういう諮り方は間違っていると思いますよ。それで決まったことは

私は無効じゃないかと思うんですよ、会議原則があるんですから、会議原則。会議原則に反

して進めた会議ですので、それはちょっとね、それで決定したことは決定にならないのでは

ないかなと思いますが、いかがなものかということで、再度、委員長に説明をしていただき

たいと、そんな思いで発言しています。私は、あくまでも採決の方法が誤りだという考え方

です。法にあるんですから、規則で定まっているんです、会議の採決、表決のやり方が。読

みますか、全部。まずもって委員長。 

○委員長（菅原辰雄君） ただいま阿部委員からきのうの採決方法について誤りではないかとい
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うご指摘をいただきました。確かにきのうの採決の方法は、委員長としてふなれだった点も

ありますけれども、自分自身としても間違っていたと、そういう思いをしておりました。改

めて阿部委員に指摘されて、この場をおかりいたしまして不手際だったことをおわび申し上

げますとともに、会議規則に沿った形ではなかったにしろ、あの採決は無効ではなく、可で

はないのかという思いをしておりますので、阿部委員、また委員各位にはよろしくお願いを

申し上げるものであります。 

  阿部委員。 

○阿部 建委員 採決の方法はやはり間違っていたんだということ、それであっても結果は無効

ではないんだと、結果はそれでいいんだということですか。それならそういうことでよろし

いことにします。ただ、採決はあくまでもそういう内容ですので、これから皆さんいろいろ

な場面でそういうことがありますので。わかりました。 

○委員長（菅原辰雄君） それでは続行いたします。 

  歳入に対する審査が終了しておりますので、これより歳出の審査を行います。 

  なお、質疑に際しましては、予算科目、ページ数をお示しの上、行ってください。 

  初めに、１款議会費、37ページから38ページの細部説明を求めます。議会事務局長。 

○事務局長（佐藤孝志君） おはようございます。 

  それでは、私のほうから、１款議会費についてご説明を申し上げたいと思います。 

  それでは、予算書の37ページ、38ページをお開きいただきたいと思います。 

  議会費につきましては、平成29年度に係る議会活動に要する諸経費を例年のとおり計上した

ものでございます。議会費総額で前年度と比較しますと75万円ほど増額となっております。 

  主な要因といたしましては、９節旅費のうち議員さん方々の活動費であります特別旅費、そ

れから11節需用費の議会だよりに係る印刷製本費、それから14節使用料及び賃借料などが増

額の理由となっております。 

  なお、その他の議会活動に関する経費につきましては、例年と同様な予算措置となっており

ますのでよろしくお願いします。以上で議会費の説明を終わります。 

○委員長（菅原辰雄君） 担当課長による細部説明が終わりましたので、１款議会費の質疑に入

ります。今野雄紀委員。 

○今野雄紀委員 おはようございます。今野です。１点だけ伺いたいと思います。 

  38ページ、先ほど局長説明あった旅費について増額ということで説明ありました。そこで、

この旅費に関してお聞きしたいんですけれども、震災から６年、かつては事務局に熊谷さん
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という方がおられました。その局長時代に現在の局長も同じ仕事をしてきたわけですけれど

も、現在のこの議会の事務局においてどのような考えなのか、この旅費に関連づけて伺いた

いと思います。 

  昨今、きのう、おとといあたりの女川町議会では政務活動費の件でニュースがありました。

そこで、当町においてもそういった形で政務活動費については、局長に聞いてわかるのかど

うかわからないですけれども、どのように考えているのか伺いたいと思います。 

○委員長（菅原辰雄君） 局長。 

○事務局長（佐藤孝志君） 旅費につきましては、基本的に各常任委員会、それから特別委員会

のほうで必要と思われる行政上の議員活動に必要な旅費を計上しておるところでございます。

ですから、ある程度行政視察等に関していろいろ議員さん方々にご検討いただいて、その計

画に基づいた予算措置となっておるところでございます。 

  政務調査費につきましては、事務局というよりは議員さん方々で今後の方向性などをご検討

いただければと考えておるところでございます。以上です。 

○委員長（菅原辰雄君） 今野雄紀委員。 

○今野雄紀委員 政務活動費について、局長に聞いてもそのような答弁が来るということでは予

想しておりました。 

  ただいま説明あった、いろいろな視察等の旅費を計上しているということですけれども、昨

今、議員の定数も減り、以前だと、それこそかつてだと１つの委員会が10人を超している、

そういった状況での活動が主だったと思うんですけれども、今ですと五、六名、そういった

人数での視察ということになっております。そこで伺いたいのは、特別委員会及び常任委員

会での視察も何らかの形で、議会活動というんですか、それには寄与というか、住民の福祉

その他のためには役立っているという思いはしているんですけれども、昨今というか、現代

においていろいろなネット情報その他でいろいろな情報が手に入れられる時代となってきて、

従来型の視察はいかがなものかということでもないんですけれども、見直す段階に来ている

のではないかという思いもあります。 

  そこで、同じように予算をとるんでしたら、例えば旅費全体にすると700万円、議員１人当

たりにすると約45万円ぐらい経費がかかっています。特別旅費だけとってみても約31万円ぐ

らいの予算が計上なっているわけで、それを何らかの形で政務調査費という項目のようなも

のを設けて分けて考えるというか、そういう予算計上も可能ではないかと思うんですが、こ

ういった件に関して、こういった考えに対して局長はどのように思われるか伺いたいと思い
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ます。 

○委員長（菅原辰雄君） 局長。 

○事務局長（佐藤孝志君） 議会事務局は、議員さん方々の補助的な機関でございます。ですか

ら、議員さん方々が研修にしろいろいろ行政視察をしたいということにつきまして、その所

要額を予算で計上しておるという状況なものですから、議員さん方々でその部分の精査をし

ながら、必要でないという部分がもしあるのであればその委員会でご検討いただいて、その

分は執行しないということも可能ですので、今後、委員会の中でいろいろ詰めていきたいと

考えております。以上です。 

○委員長（菅原辰雄君） 今野雄紀委員。 

○今野雄紀委員 事務局自体、補助的なという答弁があったんですけれども、事務局自体、独立

した事務局なので、いろいろな考えというか、これからできると思うんです。そこで、今後

何らかの形で、総括ではスクラップ・アンド・ビルドという言葉が再三出ましたけれども、

当議会、こういった事務局においても、通常どおりの予算確保も大切でしょうけれども、そ

の使い方を見直すという形で、たとえ失敗というか、そぐわなくても、そういったことに挑

戦といいますか、横文字で言うとトライ・アンド・エラーという気持ちも大切だと思うんで

すが、今後の政務活動費に関しては、こちら議会側の議員側のほうのスタンスもあるでしょ

うけれども、これからの事務局の来年度の運営に関してどのように持っていくか、最後に伺

いたいと思います。 

○委員長（菅原辰雄君） 局長。 

○事務局長（佐藤孝志君） 今後も議員あるいは各委員会のほうといろいろご相談しながら新年

度の事業計画を詰めていきたいと考えております。また改めて、今お話があったように、本

来、旅費を含めて必要な額なのかどうかという部分につきましては、再度、議員さん方々と

お話ししながら、精査しながら検討を進めたいと考えております。以上です。 

○委員長（菅原辰雄君） ほかに質疑はありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（菅原辰雄君） なければ、１款議会費の質疑を終わります。 

  次に、２款総務費、39ページから62ページまでの細部説明を求めます。総務課長。 

○総務課長兼危機管理課長（三浦清隆君） おはようございます。 

  それでは、予算書の39ページからになります。 

  まず、２款総務費１項総務管理費１目一般管理費でございます。本年度の予算総額は15億
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2,200万円ほどということでございますが、前年度と比較いたしますと４億1,300万円ほど少

ない予算となってございます。率にして21.4％の減、その大きな要因でございますけれども、

町長施政方針でも述べておりますが、自治法派遣職員の人数が27名減員されるというのが一

番大きな要素でございます。現在108名の職員が赴任してございますけれども、新年度は45団

体81名に減ります。ただ、この３月で66人が離任いたしまして、４月１日付で39人新しく赴

任するということで、差し引き27人の減員となります。その部分の経費が昨年度と比較いた

しますと３億7,500万円ぐらい、派遣職員の負担金、あとはアパートの借上料等で減額となっ

ておりますので、一般管理費全体の減額要素となってございます。 

  予算書の42ページをごらんいただきたいと思います。 

  19節負担金補助及び交付金の一番最下段に日本非核宣言自治体協議会負担金２万円とありま

す。金額は２万円と小さいんですけれども、新年度になりましてこの協議会に加盟する考え

でございます。宮城県においては３市13町村、全部で16団体が加盟してございます。全国的

には323団体が加盟してございます。この協議会は、昭和59年に設立されまして、事務局は長

崎市にございます。 

  以上、一般管理費の説明とさせていただきます。 

○委員長（菅原辰雄君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） それでは、43ページの２目文書広報費、これは「広報みなみさんり

く」の編集を初めとした広報広聴に関連する予算でございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 総務課長。 

○総務課長兼危機管理課長（三浦清隆君） 43ページの３目財産管理費、消耗品費等の事務的な

経費の計上でございます。前年度同額でございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 会計管理者。 

○会計管理者兼出納室長（芳賀俊幸君） ４目会計管理費159万8,000円は、出納室の業務運営に

係る経費を計上したものでございます。以上です。 

○委員長（菅原辰雄君） 管財課長。 

○管財課長（仲村孝二君） ５目財産管理費ですが、本年度３億4,400万円、前年度は１億1,300

万円で、前年度対比でいきますと300％の増となっております。 

  主な増の要因ですが、予算書の45ページの13節委託料の中で、新しくできます庁舎の開庁に

伴っての施設総合管理委託料が1,000万円、それと財務書類の作成支援業務委託料として500

万円、それと18節備品購入費の庁用器具で１億9,000万円という形で増になっております。 
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○委員長（菅原辰雄君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 46ページ、６目企画費でございますが、総合計画審議会等各種協議

会に関連する費用、それから47ページ、気仙沼本吉広域の負担金1,150万円、ほぼ前年と同額

となってございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 総合支所長。 

○総合支所長兼地域生活課長（阿部修治君） ７目総合支所管理費ですが、内容につきましては

総合支所の庁舎管理に係る経費を計上してございます。 

  以上で細部説明とさせていただきます。 

○委員長（菅原辰雄君） 危機管理調整監。 

○危機管理調整監（村田保幸君） ８目交通安全対策費でございますが、516万1,000円、大きな

変更等ございません。 

  次のページをお願いします。 

  ９目防犯対策費681万9,000円でございます。大きな変更等ございませんが、なお防犯灯の設

置につきましては50灯の予算を計上いたしております。 

  その次、10目危機管理対策費、大きな変更等ございません。534万1,000円、15万円の減額と

なっております。以上でございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 49ページ、11目電子計算費でございますが、財務、税務あるいは人

事管理などの情報システムと、それから電算関連の費用でございます。前年度と比べますと

約１億4,000万円弱ふえてございますが、その要因につきましては、新しい庁舎への移転に伴

い、その関連の費用と、それから歳入でもございましたが、Ｗｉ-Ｆｉの環境を整備するとい

うことから１億4,000万円ぐらい前年よりふえておるものでございます。 

  引き続き、51ページ、12目まちづくり推進費でございますが、これはふるさと納税あるいは

応援大使、おらほのまちづくり事業等、まちづくりの基本的な関連予算でございます。昨年

と比べますと1,600万円ほどふえておりますけれども、これは25節積立金、去年はふるさとま

ちづくり基金のほうに500万円しか計上しておりませんでしたが、ことしは2,000万円計上し

たというところがふえた要因でございます。 

  その下、13目地域交通対策費でございますけれども、これは町内を走るバスの負担金という

ことでございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 地方創生・官民連携推進室長。 
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○地方創生・官民連携推進室長（檀浦現利君） それでは、52ページ、14目地方創生推進費でご

ざいますが、本年度１億1,500万円でございます。昨年度当初予算比較で17.8％の増となって

おります。事業内容としましては、右の欄にある総合戦略推進会議等に係る経費を計上して

おりますが、主な増額要因としましては地域おこし協力隊の隊員数の増、３名から10名増加

して13名になるということで、4,000万円程度の増額となっております。 

  続いて、53ページ、19節負担金補助及び交付金のところで、志津川高校魅力化推進事業費補

助金ということで、昨日来お話しさせていただいておりますが、志津川高校の存続へ向けた

魅力化の一つとして学習支援センターを開設する経費に対して一部助成をするということで

補助金を計上させていただいております。 

  以上、説明を終わらせていただきます。 

○委員長（菅原辰雄君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（佐藤和則君） それでは、２項徴税費でございます。１目税務総務費につきま

しては、固定資産評価審査委員会委員報酬、また人件費等の支出でございまして、昨年とほ

ぼ同額ということでございます。 

  続いて、54ページ、２目賦課徴収費、賦課徴収全般に係る経費でございますが、昨年度の比

較で言いますと19.4％ほどの減となってございます。減額の主な理由は、不動産の鑑定業務

が減額になったということが主な内容となってございます。 

  55ページの同じ賦課徴収費19節の固定資産税等過誤納助成金というのは新しい科目として設

けたもので、これは昨年まで22款の補償金ということで予算措置をしておったんですが、今

年度、科目の見直しを行ったというもので、その内容は、所有者の責めによらない錯誤、過

誤等が発生した場合、還付が必要となったときに、地方税法に規定される返還の期間を超え

てその補塡を行うためのものでございます。 

  続きまして、55ページ、下段の戸籍住民基本台帳費でございます。１目戸籍住民基本台帳費

は昨年度比4.5％の増ということで、人件費等の項目でございます。特に56、57ページにかけ

てということになりますが、新たな科目として、56ページ、12節役務費、コンビニ交付委託

手数料ということで、今回コンビニ交付が始まったことにより当初予算での措置をしたとこ

ろでございます。以上でございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 総務課長。 

○総務課長兼危機管理課長（三浦清隆君） 57ページ後半から２款４項選挙費でございます。 

  58、59ページをごらんいただきますと新年度の選挙の執行費が計上されてございます。29年
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度になりますと、委員ご承知のとおり町長選挙、町議会議員選挙、宮城県知事選挙、３つの

選挙が予定されてございます。町長、町議会議員につきましては任期満了が29年11月５日、

宮城県知事につきましては29年11月20日が任期満了日でございます。 

  参考までに、29年３月１日現在の有権者について申し上げます。男5,764名、女5,967名、計

１万1,731名となってございます。以上でございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 61ページ、５項統計調査費でございますが、前年と比べまして400

万円ちょっと減少してございます。これは、国勢調査が終了いたしますと人件費を見なくな

るということで、その分がそっくり減額になるというところでございます。ことしは工業調

査と就業構造の基本調査、２つの調査が予定されております。 

○委員長（菅原辰雄君） 局長。 

○事務局長（佐藤孝志君） それでは、62ページをお開きいただきたいと思います。 

  ６項監査委員費でございます。監査委員の活動に要する諸経費、それから監査委員２名の報

酬を初め職員１名の給与などを計上しております。以上であります。 

○委員長（菅原辰雄君） 担当課長による細部説明が終わりましたので、２款総務費の質疑に入

ります。小野寺久幸委員。 

○小野寺久幸委員 おはようございます。１点だけお伺いします。 

  42ページに、先ほど説明ありました非核宣言自治体協議会負担金ということで、新年度に入

るということですが、当町では非核都市宣言というのを行っていたでしょうか。そして、こ

の協議会に入るきっかけになったいきさつ、お考えなどをお伺いしたいと思います。 

○委員長（菅原辰雄君） 総務課長。 

○総務課長兼危機管理課長（三浦清隆君） この協議会に参加するためには、今、委員お話しの

とおり、核兵器廃絶に係る宣言とかというものを採択するとか執行部でそういった行為を行

った場合に参加するという形になりますけれども、当町におきましては平成22年の９月定例

会の際に議発において「核兵器のない平和な世界を願う南三陸町宣言」を議会で可決採択し

てございますので、それを受けましてこの協議会のほうから参加について改めてオファーが

ございましたので、新年度、参加したいということで予算を計上させていただきました。 

○委員長（菅原辰雄君） 小野寺久幸委員。 

○小野寺久幸委員 協議会に入っていろいろな行事とかイベントとかがもしかして行われるかも

しれませんけれども、何か具体的なものがあればお伺いします。 
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○委員長（菅原辰雄君） 総務課長。 

○総務課長兼危機管理課長（三浦清隆君） まだ入っていませんので詳しくはなかなかわからな

い部分があるんですけれども、例えば広島、長崎の原爆被災の惨状、それとポスター展の開

催とかそういうのをやっているようでございまして、その資料の配付、貸し出し等も行うと

いうことなので、事務局に連絡して、もしかすると当町でそういった被災展の展示とかを行

うことも考えられますし、また会員自治体の首長とか職員を対象とした研修会の開催、それ

とあと子供たちの親子記者事業といった事業も展開されているようでございますので、負担

金２万円の中でございますけれども、参画することによってそういった研修会等の参加を促

されているという形でございます。 

○委員長（菅原辰雄君） ほかに。佐藤宣明委員。 

○佐藤宣明委員 おはようございます。８番です。 

  総務費、多岐多様にわたっておるわけでございますが、一般管理費を中心としてお伺いした

いと。まずもって、町長の予算概要説明でも、不断かつ徹底した歳出の見直しのもと、財政

の健全化に資することを基本とすると。それで、予算書を前年度とざらっと比較してみます

と、特に維持管理費というか、消耗品費等を中心として、少しずつですが減額されておるよ

うな傾向に見受けられます。したがって、予算編成の折にいわゆる一定のシーリングをかけ

たのかどうか、その辺ですね、編成の中で。それが第１点でございます。 

  それから、39ページですが、中段に時間外勤務手当があるわけでございますけれども、現在

盛んに国会等でも、残業というか、いわゆる働き方問題の中で、いろいろ働き方、時間外労

働、残業問題が取り沙汰されておるところでございますが、当町の時間外勤務というものの

実態はいかがなのか、いわゆる特定箇所、一部の人間というか、そういう部分に偏っていな

いかどうか、そういう部分があるのかないか、その辺。 

  それから、41ページに職員健康診断の委託料がございます。これも職員のいわゆる健康とい

うか、非常にこれから、もちろん支援の職員の方々も含めてでございますが、特にこれから

支援の職員がどんどん減っていくという状況の中で、特にプロパーの方々には頑張ってもら

わなくてはならないという思いがございます。そういう中で、健康診断をやるようでござい

ますが、そういう健康面での現在の状況はどうなのか。 

  それから、４つ目ですが、42ページ、職員の研修関係もここにございます。それで、決算で

も私はちょいちょいお伺いしますが、本年度の職員の研修に関してどういう計画でおられる

のか。 
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  それからあわせて、職員採用で上級職と初級職という形で採用している経過があるわけでご

ざいますけれども、現在、我が町の上級職という方は何名いるのか、それから最近の上級職

の採用の動向はどうなのか。 

  以上、お伺いします。 

○委員長（菅原辰雄君） 総務課長。 

○総務課長兼危機管理課長（三浦清隆君） 全部の資料を取りそろえていないので、漏れた部分

については後ほどの答弁とさせていただく部分もございますが、まず第１点目の予算のシー

リングの枠でございますが、過去においては予算のシーリングを設けて予算編成したことも

ございましたが、本年度はシーリングは基本的には設けてございません。ただ、予算編成に

当たっては全てゼロベースで物を考えていただきたいということで、なるべく物件費はやは

り基本的には抑制していかなければいけないということで、担当者はそれなりのヒアリング

をして物件費の抑制を図ったといった結果でございます。 

  それと、次に時間外勤務の関係でございます。必ず１カ月ごとに各担当のほうからその報告

書をいただいて、個々の職員の時間外勤務の状況については把握してございます。震災前は

月平均大体１人当たり15.7時間ぐらいだったんですけれども、28年度は月平均10.9時間と、

基本的には減少傾向でございます。ただ、セクションによっては繁忙期もございますので、

どうしても月30時間ぐらい勤務される場合もあると思っておりますけれども、なるべくそう

いった個々の職員に余り負荷がかからないように、毎月報告が来ますので、その折々に各所

属長にはその旨を伝えて、しっかり休暇をとれるような環境を整えてくれということは申し

添えてございます。 

  健康面につきましては、若干名の職員、どうしても体調を崩して休んでいるプロパーの職員

もおりますけれども、健康診断等も毎年定期的に行ってございますので、その部分について

は特に意を用いております。 

  研修の関係でございます。28年度については、１カ月間の長期研修も含めて、あとは階層別

の研修、専門研修とあるんですけれども、受講者は延べ人数で男が66名、女43名、計109名の

職員に研修を受けさせてございます。当然派遣職員がどんどん少なくなってまいりますので、

正職員の資質の向上を図っていかなければいけないということで、これから常に意を用いて

いかなければいけないとも考えてございまして、新年度、実は県庁への派遣の職員も一応検

討させていたきました、これまではずっと派遣されておりましたので、震災前ですけれども。

予期していなかった中途の自己都合による退職者が急に出てきたということで、予定してお
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りました県庁への派遣は新年度は見送りせざるを得ないと考えております。ただ、平成30年

度からはぜひ再開したいと考えてございますし、それとあと一部事務組合の関係で平成32年

度からは後期広域連合への派遣、前後しますが、31年度からは市町村自治振興センターへの

派遣を３年間ずつ行わなければいけないということで、平成32年度には間違いなく２名の職

員が派遣されて行かざるを得ないということでございますので、派遣するに当たってもしっ

かりした資質を持った職員を育成しなければいけないということもございますので、特に研

修については力を入れていきたいと考えてございます。 

  上級職の職員の全体数、今ちょっと資料ございませんので、これは後ほどお答えさせていた

だきますけれども、新年度、文化財保護の関係で学芸員１人採用する予定でございます。た

だ、採用の区分について、最近は上級職という表現よりは大学卒業程度の学力を有した職員

というふうに、宮城県も含めて採用の形態が変わっているようです。したがって、４年制の

大学を卒業できなくても、中退者であっても、上級職、いわゆる大学卒業程度の学力を有し

た職の試験に合格できれば、それ相応の採用形態において上級職、大学卒業と同等の位置づ

けで職につかせるといった内容に切りかわっているようでございます。以上でございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 佐藤宣明委員。 

○佐藤宣明委員 そうすると予算編成では特段シーリングをかけていなくて、合理化もやってい

るでしょうが、ゼロベースでやったということで、了解しました。 

  それから、時間外勤務手当でございますが、一時よりも減少傾向にあるんだと、特定の人、

特定の場所、当然時期的な問題、流れもありますから、例えば町民税務課、申告になれば当

然これは時間外だらけとは言いませんが、そういう状況になるのは理解いたしますが、特に

総務課長の目から見てそういう主に負荷をかけておるという状況はないということでござい

ますので、安心いたしました。 

  それから、あわせて職員の健康診断、現在、不健康状態というか、そういう方も若干名いる

ということでございますが、特に、くどいようですが、非常に大事な職員と言うと申しわけ

ないんですが、これから背負っていってもらわなくてはならない皆さん方でございますので、

町長は特にその辺のメンタルヘルスも含めて健康診断というか、職員の福利厚生には意を用

いていただきたいという思いでございます。 

  それから、研修関係でございますが、大体わかりました。 

  それで、特に上級とか現在は区分していないんだと、大卒程度という形で任用しておるとい

うことでございます。 
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  それで、研修ですが、平成28年度、男66、女43、109名ということです。女子職員というの

は何名いるんでしょうか、現在。病院なんかは看護師がいますので当然相当女性職員が多い

わけでございまして、病院を除いた一般職で女性職員というのは全体でどれくらいいるんだ

ろうなと。特にこれからの時代は、女性職員というか、女性の目というか、観点というか、

そういうものも大事になってくる時代なんだろうなという思いがございます。以前から私が

申し上げているように、女性職員の登用、任用の部分についても、バランスのとれたという

か、意を用いた人事経営をしていかなければならないだろうという思いがございます。その

辺はどうなのか。 

  それから、学芸員ですか、これも過半に私は申し上げましたが、非常に重要なポストではな

かろうかと思いますので、ぜひその学芸員の登用、任用は有効的に捉えていただきたいなと

いう思いがあります。 

  あとは質問いたしませんので、以上の部分で回答があればお答え願います。 

○委員長（菅原辰雄君） 総務課長。 

○総務課長兼危機管理課長（三浦清隆君） 女性職員でございますけれども、病院を除いて職員

数が341名、これは12月１日現在の数値で押さえてございますけれども、そのうち99人が女性

職員でございます。また、管理職は５名、女性職員でございます。 

  その女性職員の登用のあり方でございますけれども、委員のお話のとおりと認識してござい

まして、本年度の４月にも課長補佐職として昇任させた職員もおりますので、これからの南

三陸町を背負っていく人材として当然男女隔てなくしっかりした形で人材育成を行っていき

たいと思いますので、余計女性職員に対する研修、体験というものはしっかり受けさせて、

男性職員に引けをとらない形で育てていきたいと考えてございます。 

○委員長（菅原辰雄君） ほかにございませんか。及川幸子委員。 

○及川幸子委員 及川です。 

  それでは、私のほうからは、51ページ、まちづくり推進費の中から19節負担金補助及び交付

金の中でおらほのまちづくり支援事業補助金1,000万円出ております。この補助団体は何件ぐ

らいあるのか。 

  それから、積立金、ふるさとまちづくり基金、去年は500万円、ことしは2,000万円というこ

とでのご説明でしたけれども、これを基金に積み立てして、何年、どのぐらいの目標があっ

て、何に使うのか、目標があるのか、その点。 

  それから、次のページ、52ページの報償費の関係です。道の駅整備推進協議会委員謝金38万
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3,000円、去年は55万5,000円でした。道の駅をつくるための協議会だと思うんですけれども、

その協議会の中でどのような話がなされているのか、その結果をお聞かせください。 

  それから、その下段の地域おこし協力隊事業報償費、３名からことしは13名で2,589万6,000

円ということですけれども、この事業をするための内容もお聞かせください。13名の報償費

ですけれども、その事業内容ですね。 

  それから、13節委託料、先ほどの報償費に絡みまして、協力隊事業推進業務委託料、これは

去年もやっておりますけれども、この結果をご説明願います。 

  それから、その下の道の駅基本計画策定支援業務委託料とあります。これはどこにどのよう

な業務を委託したのか、それもあわせてお願いします。 

  それから、53ページ、地域創生推進費の19節負担金補助及び交付金の中の志津川高校魅力化

推進事業費補助金、新しい事業ですけれども、これはやはり志津川高校が変わっていくため

にいろいろな手だてが必要だと思われます、町としても。この補助金は地方創生の補助金を

いただいていると思うんですけれども、何割のこれは補助率なのかお伺いいたします。 

  まずもってその点ご説明願います。 

○委員長（菅原辰雄君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） まず、おらほのまちづくり推進事業補助金1,000万円の交付の相手

方団体はあるのかというところでございますが、改めまして、この事業は、こういう事業を

やりたいという団体の方から申請をいただいて、それに対して町として予算の範囲内で補助

を交付して活動していただくという、町民団体あるいは申請者の受け皿的な予算ということ

になりますので、誰々にという相手があるということではございません。 

  それから、２個目の積立金の2,000万円でございますが、これは寄附金をいただいたものを

積むということで、今までは、寄附でございますので、余りそれを当てにするように高額な

予算措置をするというのはいかがなものかということだったんですけれども、一方では毎年

やはり2,000万円、3,000万円ぐらいの安定したご寄附を頂戴しているという財政的な見地か

ら考えれば、相応の実態に即した予算として計上すべきではないかということで今回2,000万

円と。 

  いつまでにどういう事業を目標ということでございますけれども、これは寄附でございます

ので、寄附をされる方々が使途を指定されます、子育てに使ってくださいとか、復興関連の

全般事業に使ってくださいと。そういう使途に基づいて、その年度年度にここから予算を計

上してそれぞれに事業に使っているというところでございます。それから、期間は特に設定
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はしていません。とにかく基金の中から必要と思われる額をその年に落として事業に回して

いくという性格のものでございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 地方創生・官民連携推進室長。 

○地方創生・官民連携推進室長（檀浦現利君） それでは、私のほうから、道の駅の関連と志津

川高校魅力化の関係でお話をさせていただきます。 

  52ページにあります道の駅整備推進協議会の件ですけれども、28年度、今年度から協議会を

スタートさせていただきました。こちらは、さんさん商店街の北側にあります道の駅を整備

する予定のエリアにどのような道の駅を整備していくのかというのを住民の方のご意見を十

分に踏まえなければ道の駅の認定がいただけない可能性があるということをもちまして、今

年度よりこの協議会をスタートさせております。今年度はその計画に必要な基本構想を28年

度に協議会を開催させていただいて基本構想を取りまとめ、今現在、最終的な文言調整を委

員の中でやっていただいているところでございます。そちらを今後町長等に提言申し上げな

がら次のステップへと進んでいく必要があります。その29年度予算で計上しておりますのは

基本構想の後の基本計画を策定するための費用でございまして、こちらは基本構想からもう

少し踏み込んだ、交通量がどのぐらいだとか、どのような施設が望ましいかというのをもう

少し細かく話し合っていく場でございますが、そちらの中でさらに５回程度協議会を開かせ

ていただいて、詳細を詰めさせていただければと思っております。 

  13節委託料の基本計画策定支援業務ですが、先ほど申し上げた基本計画策定に当たって必要

な調査やイメージパースの作成等、どうしても行政側だけでは対応できない分野が出てまい

りますので、その部分について外部に委託をして、基本計画の策定に向けて業務を進めてま

いりたいと考えている次第でございます。 

  53ページ、志津川高校魅力化推進事業費補助金でございますが、今現在、財源として考えて

いるのは一般財源でございまして、先ほど補助率というお話がありましたが、全体的に補助

金をいただけるという地方創生の仕組みではありませんので、そこをまずご理解いただけれ

ばと思いますし、このような高校の学習支援に対する補助というのはなかなか我々がやりた

い学習支援の内容に合致するような補助メニューが今のところ探せていない状況でございま

すので、一旦一般財源ということで事業をスタートさせていただきたいと思います。今後、

国のほうの予算をさらに精査させていただいて、使えそうな補助メニューがあればぜひトラ

イはしたいと思っておりますが、現状は一般財源ということで考えております。 

○委員長（菅原辰雄君） 企画課長。 
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○企画課長（阿部俊光君） 先ほど私の答弁の中で間違っておりました。ふるさとまちづくり基

金の2,000万円について、「寄附金」という説明をしたのですが、正しくは「ふるさと納税」

でございます。ふるさと納税で頂戴をした寄附額をこの基金に積むというところでございま

す。訂正します。 

○委員長（菅原辰雄君） 地方創生・官民連携推進室長。 

○地方創生・官民連携推進室長（檀浦現利君） 申しわけございません。１点、訂正をさせてい

ただきます。 

  先ほどの志津川高校の補助金ですけれども、「一般財源」と申し上げましたが、先ほど企画

課長の答弁にありました「ふるさと納税の基金」を活用したいと考えております。 

○委員長（菅原辰雄君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（高橋一清君） 地域おこし協力隊のご質問にお答えさせていただきます。内容

及び募集方法などについてということでした。 

  まず、地域おこし協力隊は、平成28年度、今年度中に既に３名で実施をさせていただいてお

りました。農業振興や地域資源活用あるいは民泊事業の推進などの各分野において、都会か

ら移住を希望する若者を募集し、この町で生きるすべを追求していただいて定住に結びつけ

ていこうと、これが総合戦略の中での目標になってございますので、それを実現するための

事業として実施させていただいております。 

  制度的には10分の10の特交措置という制度の中で実施されますので、財源をなるべく有効に

生かしていきたいと考えているわけですが、予算上は報償費の中に2,580万円、それから委託

料の中に同様に地域おこし協力隊の業務委託ということで2,800万円、この２つをセットにし

ながら事業を実施いたします。報償費のほうは本人の生活費に充てるものとし、業務委託の

ほうの予算については、都会の人材と地域の情報を結びつける、そういった機関といいます

か、組織がございまして、そちらの情報発信料並びに地域の中で事業活動を実施していく際

にその事業をサポートする業務が委託料として支払われる形態でございます。今年度は28年

度の３名に加えて新たに10名を募集して事業を展開していきたいという計画でございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 及川幸子委員。 

○及川幸子委員 それでは、まずもってその2,000万円の基金ですけれども、ふるさと納税から

ここに入れたということですけれども、毎年毎年ふるさと納税は入ってくるわけですね。そ

れを基金という形よりも単年度で事業に使ったほうが、納める方の気持ちも酌み取れるし、

積み立てよりもむしろ何かの形で使われたほうがいいのではなかろうかなと私的には思うわ
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けです。先ほど聞いたら、何年になるかわからないと。要するに、個人的にいえばストック

しておくお金だと、へそくりのようなもので、ストックしておくようなものと私は解釈しま

したけれども、その年度で来たものは、送ってくれた人たちの気持ちを酌み取って事業に使

ったほうがよいかと思われます。 

  それから、道の駅、先ほど道の駅の事業に基本計画書をつくるとおっしゃられましたけれど

も、この協議会を５回ほどやっているということですけれども、その会議の中で見えてきた

ものはどういうものなのか、会議の中身をわかっている範囲でお答えください。 

  それから、地域おこし協力隊事業推進業務委託料、これは報償費のほうも100％補助ですね。

ということはこっちの委託料も100％の補助だと思うんですけれども、どこに委託して、どの

ような結果が出ているのか、去年もあったと思いますので、その辺をわかっている範囲でご

説明願います。 

  それから、志津川高校魅力化推進事業費補助金、これは地域として絶対やっていかなければ

ならないことですので、先ほどお伺いしましたふるさと納税のお金を入れているということ

ですけれども、これは国で創生事業のいろいろな補助メニューをやっております。探せば絶

対出てきますので、その辺、国のお金も活用しながらもっと強力なものにして志津川高校に

支援していくべきだと思われます。ふるさと納税が毎年来るんですけれども、そのほかのメ

ニューも考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（菅原辰雄君） ここで、暫時休憩いたします。再開は11時15分といたします。 

     午前１１時００分  休憩 

                                            

     午前１１時１４分  再開 

○委員長（菅原辰雄君） おそろいですので、会議を再開いたします。 

  まず、佐藤宣明委員に対する答弁漏れがありますので、答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長兼危機管理課長（三浦清隆君） 先ほど佐藤宣明委員からのご質問で、上級職の採用

の状況はどうなっているのか、これまで上級職の職員はどれぐらいいるのかというご質問が

ありました。 

  大学を卒業して当町に入庁している職員は46名おりますけれども、そのうち上級職の試験を

合格して入庁した職員は17名でございました。 

○委員長（菅原辰雄君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） ふるさと基金の関係でございますけれども、改めてこの基金の流れ
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についてご説明をさせていただきますが、寄附金というのは１日にどんと一回勝負で2,000万

円来るというものではなくて、年間通じてとろっと来るわけでございます。それらをどこか

に入れる財布がないと、３月31日に１年間で幾らもらったかを数える必要があります。大体

年間で2,000万円もらったとしたらば、それを過年度にももらってある基金があるので、それ

に一旦プールしてためて入れておきます。ためるというのは、未来永劫まで人材育成に備え

てため込んでおくということではなくて、一旦会計を締めるもんですから、その財布に入れ

ておいて、そして翌年の新しい年度に使う事業にその財布から出して科目ごとに歳出予算に

振り分けていくという流れになります。先ほど室長が言った高校の魅力化に1,200万円のお金

を使うというのも、その財布の中から1,200万円を投入するということなので、ずっとため込

んでおくというものではございません。 

○委員長（菅原辰雄君） 地方創生・官民連携推進室長。 

○地方創生・官民連携推進室長（檀浦現利君） それでは、道の駅協議会で見えてきたものとい

うご質問ですが、先日、少し道の駅整備に関する基本構想のお話をさせていただきましたが、

改めまして、その中で出てきた話をお話しさせていただければと思います。 

  まず、委員の中でコンセプトを考えていただきました。まさにそこに委員の方々の思いが全

て詰まっているのかなと思いますが、キーコンセプト、特にメーンとなるところにつきまし

ては「南三陸町の元気と交流を創造する道の駅」、サブタイトルとして「思いが交わる心の

駅」というキーコンセプトを策定いただきました。まさに南三陸町が有するさまざまな地域

資源を有効的に発信する拠点としながら、また町内外の方が交流できる、今現在あるポータ

ルセンターの機能を拡充してはどうかというお話、あと震災と創造のかけ橋ということで、

震災の被害の状況や復興へ向けて町民の方々の立ち上がる姿、これらをまとめて発信できる

ような機能がいいのだろうと。その中で町内外の多くの方々の思いが交わるということで、

心の駅というご発言をいただいてキーコンセプトの取りまとめをさせていただきました。ま

さにこのコンセプトに委員の方の考えが如実に出ているのかなと考えております。 

  あと志津川高校への学習支援の補助金ですけれども、当然我々もいろいろな財源を検討させ

ていただきましたが、一つ似ているかなと思ったのは、文部科学省のほうに学習支援のメニ

ューがありますが、こちらは貧困対策ということで、貧困者向けの学習支援と、余り貧困と

言いたくないんですけれども、それがメニューの内容でした。なので、それはそのままこち

らの事業には活用できないだろうという判断で、ふるさと納税の基金から財源を拠出してお

ります。 
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  なお、まだ国のほうの予算審議中ですので、引き続き財源の検証をさせていただきますが、

このような地域の特徴といいますか、地域が特色ある取り組みをしようというのをすべから

く国が補助を出すというのはないのかなと、経験則ながら思っております。やはりその地域

の特色を出すというのはそれぞれの事情によって変わりますので、それぞれの財源を活用す

るというのが適切な財政運営かなと考えています。 

○委員長（菅原辰雄君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（高橋一清君） 地域おこし協力隊の事業推進業務を28年度に委託している会社

でございますが、株式会社エスカという会社でございます。契約している主な業務内容でご

ざいますが、都会で移住を希望している若者への情報発信、それから移住するに当たって必

要な心構えや持つべきスキル、そういったところの研修、それから人材育成あるいは地域の

受け入れ団体との連絡調整など、こういった業務を全般的に行っていただいているものでご

ざいます。 

○委員長（菅原辰雄君） 及川幸子委員。 

○及川幸子委員 ただいまのふるさと納税の基金の関係はわかりました。最初から、ずっとでな

いんですよ、こうですよという今のような説明があればわかったんですけれども、何年まで

積むのと言ったらそういう回答でなかったもんですから。今わかりました。そうであればい

いと思います。 

  それから、先ほどのエスカさん、これは100％補助事業でやっておりますけれども、やはり

やった限りはそれなりの効果というものも期待しますので、これは結果を報告できるような

形にしていただきたいと思います。 

  それから、道の駅構想、元気と交流を創造する道の駅、思いが交わる心の駅ということで、

各委員さん方の会議の内容が結集した言葉が出てきたように思われますけれども、これにも

期待したいと思います。 

  そして、最後の志津川高校魅力化推進事業費補助金1,200万円、ふるさと納税のほうから充

てられたと言いますけれども、これは新しい試みで、地域がそこの高校、子供たちにかかわ

っていく事業なので、探せば補助事業のメニューが出てくると思います、創生事業の中で。

今回はふるさと納税のお金を充てたようですけれども、今後こういう事業がいっぱいあると

思いますので、高校ならず地域が活性化していくための補助メニューを選んで、ピックアッ

プして、町のためにそういう事業を拡大していっていただきたいと思います。期待しますの

で、よろしくお願いします。以上、終わります。 
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○委員長（菅原辰雄君） 髙橋兼次委員。 

○髙橋兼次委員 それでは、51ページ、先ほども出たようですが、まちづくり推進費の中で報償

費、ふるさと納税の寄附者謝礼、このふるさと納税につきましては、これまでも何回となく

話はしてまいりましたが、依然としていろいろな経緯があるようでございますが、29年度は

見込みとして2,000万円で、これは2,000万円に対しての謝礼が442万円ということであります

が、その442万円の内容、中身、どのような2,000万円に対してのお返しがあるのか、そこを

一つ詳しくお願いしたいと思います。 

  それから、52ページの地方創生推進費の委託料、移住相談支援業務委託料から３点４点ぐら

いあるんですが、この状況といいますか、その辺、どのような内容になっているのかお伺い

したいと思います。 

  それから、55ページの賦課徴収費の中の19節負担金、固定資産税等の過誤納助成金150万円

ほどあるんですが、これはどういうことなのかお知らせ願いたいと思います。 

○委員長（菅原辰雄君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） ふるさと納税の寄附収入額と謝礼との関係でございます。 

  2,000万円につきましては、平成28年度の状況を見ますと2,400万円ぐらいに到達をしてござ

います。２月末の数字なので、例年３月になりますとふるさと納税がちょっとふえるんです

ね、いろいろ申告の関係等がありまして。当初予算で2,000万円というのは、安全に見積もっ

たというところがまず１点。 

  それから、400万円のお返しの部分、返礼ですけれども、今までやってきたのは地元の特産

品の詰め合わせのセット、これはＡＢＣと３種類用意してございます。それからクーポン券

を用意してございます。これは１枚2,500円、寄附額に応じてクーポン券を選んでいただくと

いう方法もございます。それから、29年度から新たにもう一つ追加をしようと考えておりま

す。それはカタログをつくろうということで、よく冠婚葬祭のギフトカタログに近いような

形で、地元のものをうまく組み合わせた特色のあるものを一つつくってみようということで、

そういうもろもろの経費で440万円ぐらいを見込んでいたところでございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 地方創生・官民連携推進室長。 

○地方創生・官民連携推進室長（檀浦現利君） それでは、52ページ、14目13節委託料のそれぞ

れの事業の状況ということでよろしいでしょうか。 

  まず、移住相談支援業務委託料ですが、こちらは28年度におきまして債務負担行為を議決い

ただいておりまして、それで実施させていただいている事業でございます。28年度の状況で
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申し上げますと、東京のほうで移住のいろいろな団体が主催しているフェア等がありますが、

そちらに６回出展をさせていただきました。当町の窓口のほうに120名の方がお越しいただい

て、いろいろな情報提供を受けたいということで、90名を超える方の連絡先の登録がござい

ました。それと、南三陸町のほうにお越しいただくということで移住ツアーを開催させてい

ただいておりますが、こちらでも12名の方が参加をいただいております。今現在10名を超え

る方が具体の移住へ向けた詳細の相談をしていただいているということで、この委託事業の

受託先であります株式会社インテリジェンスさんのほうが、今、第二庁舎、旧診療所の１階

のところに窓口を設けておりますが、そちらのほうで移住に向けていろいろと調整をしてい

ただいているというところでございます。 

  １つ飛ばしまして、地域ブランド化推進事業委託料ですけれども、地域資源のプラットホー

ム設立へ向けた準備委員会を開催しておりますが、この会議の開催支援並びにその集大成で

ある基本計画策定に向けて資料の作成支援をいただいております。28年度はプラットホーム

設立に向けた基本構想ということで、住民の方を初めとした委員の方にお集まりいただいて、

活発な議論をいただきまして基本構想の策定をしておりまして、今現在は最終的な文言調整

中でございます。 

  それとあわせまして、地域資源を活用される人材の育成ということで、２回セミナーを開催

し、２回ワークショップを開催させていただきました。こちらは28年度の実績でございます。

同様の取り組みを29年度でも実施したいと思っております。 

  最後の道の駅基本計画策定支援業務ですが、こちらは先ほど申し上げました基本計画の策定

に……。それはいいですか。以上です。 

○委員長（菅原辰雄君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（佐藤和則君） それでは、55ページの賦課徴収費19節負担金補助及び交付金の

固定資産税等過誤納助成金でございますが、これは先ほども説明したんですが、通常、過誤

納が発生した場合、還付金が発生するわけでございますが、通常の還付金は税法に基づいて

23節償還金利子及び割引料の部分の過誤納還付金で税法に規定する最高５年間を還付するわ

けですが、今回計上させていただいた内容というのは、それを超えて還付をする必要がある

ような事例、実例といたしましては震災後頻繁に土地の異動が繰り返されております。例え

ば、三陸道で一部買収された土地等で登記手続が誤っていたとかという事案が発生してきて

おります。その場合、逆に面積が実際は小さかったとかということで、所有者の方が大分不

利益をこうむるといった場合、いつの時点からの賦課なのかはもちろん大原則として調べる
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わけですけれども、そういった部分の還付を５年を超えてその補塡をするために予算措置し

ているものでございまして、補助要綱等を作成しまして対応しているところでございます。

全国的にもこのような形で固定資産税に対しては対応しているところでありまして、近隣の

市町でも同様の要綱を作成して対応しているという部分でございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 髙橋兼次委員。 

○髙橋兼次委員 それでは、ふるさと納税でありますが、何といいますか、寄附と謝礼の割合で

謝礼のほうが約20％から25％弱ぐらいという関係ですが、その割合が適正なのか、他の市町

村と比べてみてどうなのか、その辺あたりどのように見ているか。ふるさと納税は自主財源

の一つといいますか、自主的に財源を掘り起こす一つの方法でもありますので、今後、一般

的には謝礼が過熱化してよろしくないような評価も出ておりますが、過熱化によって結果が

やはり出ているわけですから、その辺あたりの今後の考え方というのはどのように持ってい

るのか、その辺をお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、委託料につきましては、大体わかりましたが、ただ結果として、成果というもの

はあらわれてきているのか、今始まったばかりですので、ただ常にその検証といいますか、

そういうことをしておかないと、誤った道のほうへ進んでからまたやり直すという形をとり

ますと時間と経費の無駄になりますので、そのあたりもよく調査しながら進めていくべきだ

ろうなと思います。 

  それから、固定資産税の件、大体わかったような気がします。わからなければ後で窓口で詳

細に聞きますので。 

  その２点。 

○委員長（菅原辰雄君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） ふるさと納税の過剰な返礼、あるいは過剰とはいえ、ふるさと納税

の制度を利用してしっかり市町村の収入を確保していると、この両面につきましてはこの数

年間いろいろ議論が分かれているところだと思います。 

  実は、過日、総務省から電話がまいりました。あえて南三陸になぜ電話が来たのかわからな

いのですが、この返礼について国として大変頭を痛めていると、相談に乗ってくれみたいな

話だったんですけれども、ちょっと味気ない言葉を私もかけましたし、１時間ぐらい実は電

話していました。そもそも返礼率というのはどれくらいがいいでしょうかねというところか

ら来たので、それはあなたたちが考えることでしょうみたいなことだったんですけれども、

全国の統計というのが実はないんだそうです。100万円の寄附をもらったら牛１頭だったとか
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いろいろなケースがやはりあります。 

  うちのほうは、返礼品を始めたのはほかの町よりも確かに早かったんですけれども、その中

身については小ぢんまりとした本当の気持ち返しということで続けてまいりました。じゃ返

礼率はどれくらいが妥当なのかということは、比較する材料もないので、町として見るとや

はり15％ぐらい。今の予算ベースで割り返せば20％ぐらいになりますけれども、大体歩どま

りで15％ぐらいにうちは落ちつくだろうなということは申し上げておきました。 

  国がそういう相談をするということは、いよいよもって何とかしなければいけないというこ

とで、この返礼の部分については是正をするという前提で前向きに考えているんだろうと受

け取りましたので、当町もこれまでと同じスタンスでいきたいという考えでございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 地方創生・官民連携推進室長。 

○地方創生・官民連携推進室長（檀浦現利君） 移住窓口について、その成果を見ながらという

ご指摘はそのとおりだと思っております。当然ながら契約の中で業務達成指標というのを設

けまして、それが達成されるように指導しているところですし、毎月、事業実績の報告が上

がってまいりまして、必要に応じて担当や私のほうからもう少しこうすべきだというような

お話をさせていただきながら、またフェアに参加するような話も事前に状況を聞きながら、

参加すべき、すべきではないというところを受託業者と一緒になって取り組んでいるところ

でございます。やはり成果が求められるということは重々承知しておりますので、引き続き

意を用いて取り組んでまいりたいと思います。 

○委員長（菅原辰雄君） 髙橋兼次委員。 

○髙橋兼次委員 いろいろとふるさと納税については今考え方をお聞きしましたが、やはり今定

例会の中でも、後々の財源が心配されるということで、集中して財源出動といいますか、そ

ういうことを回避するための策などもとっておられるようでありますが、それだからこそ、

落ちてくるものというか、入ってくるものだけを待ってそれで町政運営をしていくのではな

くて、それなりのやはり自助努力といいますか、そういうことも必要かなと。そのために、

一番の手を挙げているふるさと納税などはもう少し力を入れるべきだなと、そんな思いで質

問をしたわけでございます。 

  ちなみに、去年の１月から12月まで、全国で最高42億円も集めているところがある。ただ、

さっき言った歩どまりがどの程度だかわかりませんが、一昨年は最高14億円、それが去年は

20億円から超えている市町村が全国に10以上あるということでありますので、過激なやり方

を勧めるわけではありませんが、もう少し力の入れようというのがあるのかなと、そんな思
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いでおりますが、町長、いかがでしょうか。町長の考え方を聞いて、終わります。 

○委員長（菅原辰雄君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） ふるさと納税の経緯につきましては今企画課長がお話ししたとおりで、

返礼品というのを使い始まったのが実は南三陸町が最初でございました。その当時、返礼品

をどれぐらいお返しするんだということで、大体２割ぐらいかなという話をして、これでず

っと推移をしてまいりました。 

  今お話ありました、高額なふるさと納税が入っている自治体が全国にあるわけでございます

が、当然そういった自治体が返礼品等出すのは、大変、多分100％までは大げさかもしれませ

んが、そういった類いの返礼品をやっているということで、それに総務省が歯どめをかけな

ければいけないということで、うちの町にも電話が来て、これからの方向性というのを総務

省としても見直しをしていかざるを得ないだろうという話も聞いてございます。 

  この間、実は逆に、追悼式に世田谷の区長さんがおいでになりました。あちら側はふるさと

納税というよりも、税金が流出する側です。年間30億円がふるさと納税で抜けているという

お話もしてございまして、多分東京都を含めてそういった中心というか、都会の皆さん方が

今度は税収が大変落ちているということでの危機感を持ってございまして、そういった話が

総務省にも行っているということですので、多分今度は一定の歯どめみたいなものがかかっ

てくるのではないかという感想というか、思いを持ってございます。 

  ただ、財源ということにおいては、フリーに使えるという部分もございますけれども、その

辺の自治体のあり方ということについて、物の考え方というのがどれぐらいかというのはな

かなか難しいところがございますが、ある意味、我々とすれば一定の返礼品の中でいろいろ

ＰＲ、周知をしながらいろいろご協力をいただくということで進めていかざるを得ないだろ

うと思っております。 

○委員長（菅原辰雄君） 後藤伸太郎委員。 

○後藤伸太郎委員 では、４点ほど照会したいと思います。 

  48ページの真ん中あたりに防犯灯設置費補助金等が出てまいります。高台の団地にはまだ防

犯灯がついていないところがあります。災害公営住宅が幸い大変明るく、明かりがあります

ので、それで地域の住民の皆さんは助かっているという部分があります。要は災害公営住宅

がないと、災害公営住宅の明かりというのは共益費をその中の皆さんが払っているので、そ

の明かりに周りの高台団地の方々が頼っているという今の現状があると思いますが、これは

改善すべきと思いますが、いかがですか。 
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  それから、低地部は今後は人が住まない町になります。そこの防犯灯の設置、また誰が電気

代を払うのかという問題を解決していかなければいけないと思いますが、29年度はどのよう

に取り組むおつもりでしょうか。 

  それから、50ページ、一番上に議会中継システム保守委託料というのが出てまいります。た

だいま議会の中継が見られない端末があるとお伺いしております。これは早急にその改善を

図るべきかと思いますが、どうお考えでしょうか。 

  それから、51ページ、おらほのまちづくり支援事業補助金が出てまいります。昨年来いろい

ろ議論させていただいておりますが、３年ルールの見直しはどうなりましたでしょうか。 

  それから、４点目として、52ページ、先ほどもご質問があってお答えいただきましたが、各

会議、まちづくり、今後のソフト事業を担う会議が町民参加の上で各種行われています。そ

れの横の連携というものも必要ではないかなと思いますが、例えば会議の間で資料の共有が

あったりとか、こういった会議で別な会議ではこういう意見が出ました、皆さんもこれを例

えば参考にであるとか、連携して会議の運営に当たるということも必要なのかなと思います

が、そういった取り組みが現在は行われているのか、また29年度は行っていく予定があるか

お伺いします。 

○委員長（菅原辰雄君） 危機管理調整監。 

○危機管理調整監（村田保幸君） 防犯灯のご質問でございますが、まず防犯灯の団地等への設

置でございますが、防犯灯につきましては防犯対策費で約50灯を予定しておりますが、その

ほか市街地復興関連小規模施設事業費、これは復興費になりますが、こちらで186灯、防集団

地等への設置を予定しております。 

  また、低地等そのほかのところの防犯灯の設置というご質問でございますが、ここにつきま

しては、行政区内につきましては基本的に行政区のほうで設置をしていただくことになりま

す。ただ、これにつきましては町で保有しております寄附等でいただいた防犯灯がございま

す。これが約200灯ほどストックをしてございます。これをお渡しして、設置費用については

基本的に行政区等で負担をしていただきますが、その負担について最大３万円を上限として

２分の１の補助を出しております。 

  また、防犯灯については、行政区や防犯協会のほうから依頼がございますが、その設置につ

きましては基本的に今申したとおり行政区内等についてはそこで設置をしてもらいますが、

その境の部分、グレーな部分とかございます。そこについては行政区の方と防犯協会の方と

現地で調整をしまして、基本的にグレーな部分については町のほうで費用負担する方向で考
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えております。以上です。 

○委員長（菅原辰雄君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 私のほうからは、議会システムとおらほのまちづくりにつきまして

答弁させていただきます。 

  まず議会のシステムでございますけれども、私も余り専門的なことはわからないので、うま

く聞いていただきたいのですが、このシステムというのは大分前に構築をされたものと、技

術的、水準的にですね。今スマートフォンとかタブレットとかそういう先に進んだものでそ

れを見ようとすると、端末のほうが進化し過ぎていて、親がついていけないという、仕組み

的には何かそういうことらしいです、専門的にはいろいろあるでしょうけれども。よって、

この議会中継システムのエンジンを最新バージョンに変えれば対応はできることだと思うの

ですが、いずれ役場庁舎、支所に移転をするということで、あと半年間、いろいろご不便、

ご不自由をおかけすると思いますが、そのときにしっかりとバージョンアップをして、それ

ぞれの端末でも十分見られるような対応をしなければならないと思っております。 

  それから、おらほのまちづくりの３年ルールにつきまして、昨年からいろいろな方々からご

要望いただいております。やはり事業の内容によっては継続することでより効果があるとい

うようなものもあると思いますので、それぞれを主宰する団体の方々と申請の段階でお話を

しながら、そういった継続性についても少し検討していきたいと思います。 

○委員長（菅原辰雄君） 地方創生・官民連携推進室長。 

○地方創生・官民連携推進室長（檀浦現利君） それでは、私のほうから、52ページを中心とし

たさまざまな会議の連絡調整等をしているのかという骨子だと思いますが、それぞれ事務局

を役場庁舎内、我々のほうで担っておりますが、関係する担当課も事務局として入って、必

要な情報提供をしております。特に道の駅につきましては、当然あの一帯の開発状況等が重

要なポイントになってまいりますので、復興市街地整備課の担当が委員の前で説明したり、

あとは地域資源のプラットホーム設立準備委員会におきましても、産業振興課、環境対策課

と一緒になって事務局としてやっておりますが、必要な情報提供はその場で適宜事務局内で

調整しながらさせていただいておりますので、必要な情報提供というのは各委員さんにさせ

ていただいていると認識しておりますし、これからもその点については特に留意してまいり

たいと思います。 

○委員長（菅原辰雄君） 復興市街地整備課長。 

○復興市街地整備課長（小原田満男君） それでは、私のほうからは低地部の防犯灯に係ること
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について話をさせていただきたいと思います。 

  低地部については、区画整理事業ということで基盤整備をやってございます。防犯灯の整備

は区画整理事業の中で設置するわけではないんですけれども、基盤整備をしている担当課と

いうことでお話をさせていただければと思ってございます。 

  今、低地部については夜間人口ゼロということで、人が住まない、企業等の事務所等が建っ

てくるのかなと思っておりますけれども、防犯灯は当然必要なのかなとは思っているんです

けれども、それをいざつけたときに誰が料金を払うのかとか、行政区についても既存の行政

区と区画整理の道路等の区境が違っているもんですから、そういう全体的なものを含めて今

まちづくり協議会等とご相談を始めさせていただいているというところでございます。認識

はありますので、その辺どうしなければいけないのかなというのを検討を始めているという

ところでございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 後藤伸太郎委員。 

○後藤伸太郎委員 では、順番に防犯灯のほうからさせていただきます。 

  現実として、災害公営住宅の集合タイプの明かりがないと高台の方々は夜危なくて歩けませ

ん。そういう現状がありながら、平成25年度、26年度でしたでしょうか、最初の藤浜団地が

できたときから、防犯灯はどうなっているんですかということはずっと言われ続けておりま

した。ですが、現実として今そういう現状があるということは、改善する検討が不十分だっ

たのではないかなと思いますので、ここは町が責任を持って防犯灯をつけて、電気代を肩が

わりして、行政区ができた際にはそこで負担していただくなり何なりそういう対策が今まで

もあってしかるべきだったのではないかなと思うんですけれども、なかなかそこまで至らな

いということのようであります。29年度はそこの体制を変えるお考えはありませんか。 

  それから、低地部については検討しているということのようです。もう一つ懸念材料として、

以前にも一般質問等でお伺いしましたが、電柱がなくなると聞いております。そういった場

合に明かりはどうするおつもりでしょうか。 

  次に、50ページ、議会中継システムですが、私も専門的なことはわかりませんが、専門的な

問題を解決していただくために保守委託料を払っているのではないかと思います。その問題

があるといったときに対応ができないのであれば、何を委託しているのだろうかという疑問

が単純に湧いてまいります。新庁舎に移行した際にそういったシステムの改修も行われると

いうことですが、新庁舎に入った場合には、そういったふぐあい、問題があった時点で即座

に対応していただけるような体制が構築されるかどうかお伺いします。 
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  まちづくり補助金ですが、３年ルールは見直すんですか、もう一度お伺いします。 

  それから、会議の連携というところですけれども、事務局を担っていただいている担当部署

で十分な連携を図っているということのようであります。会議が多くなると逆に推進力が鈍

ってしまうということが往々にしてあるかと思いますが、いろいろな方に参加していただい

て、いろいろな分野の専門家の知識を集めて、町として大きな推進力にしていくということ

が会議を設置する本来の意義であろうと思いますので、今後も鋭意、お互いに足を引っ張る

といいますか、船頭多くして船山に上ることがないように留意していただきたいと思います。 

  以上、前半の部分について、お答えできるところをお答えください。 

○委員長（菅原辰雄君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） それでは、議会中継の保守委託というところでございますけれども、

基本的には今あるシステムが安定的に稼働できる状態をキープするというのが保守管理の考

え方であります。ただ、先ほど申し上げましたように、新しい庁舎移行ということもありま

すので、今のシステムがしっかりと端末に対応できるようにしてまいりたいと思います。 

  それから、３年ルール、おらほのまちづくりの部分は、最初に申し上げましたように、事業

ごとにいろいろ内容あるいは継続性が、継続したほうが効果があるものもございますので、

まちづくり事業の審査委員会がありますので、その委員の方々にも一定の説明をし諮りなが

ら、見直すところは見直していきたいと思います。 

○委員長（菅原辰雄君） 復興市街地整備課長。 

○復興市街地整備課長（小原田満男君） それでは、低地部の防犯灯に絡みまして、電柱がなく

なる場合ということで回答させていただきます。 

  今、町で考えているのは、昔のおさかな通りみたいなイメージで、しおさい通りと。さんさ

ん商店街から海に向かう通りについては、無電柱化という形で整備をするということで検討

しております。検討会等も開いております。そこにつきましては、電柱はないですけれども、

裏配線という形で、しおさい通りに面しないところまで電柱は来ていますので、そこからの

電気の引っ張り方とか、もしくはしおさい通りに面したところについてはソーラーパネルを

用いた防犯灯とかいろいろありますので、その辺は今検討会の中で検討させていただいてい

るところでございますし、それと国道45号線に今電柱が立っているんですけれども、今後、

占用の更新時期になると45号線の電柱もなくなる、無電柱化と聞いております。そこの防犯

灯をどうするかというのは、それもまた検討しなければならないのかなと思っております。 

○委員長（菅原辰雄君） 危機管理調整監。 
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○危機管理調整監（村田保幸君） 防集団地、災害公営住宅の防犯灯でございますが、現在、今

年度末、整備を進めている段階でございます。逐次防犯灯がついておりますが、29年度につ

きましても、先ほど申し上げました復興費等の活用をいたしまして現在186灯の設置を計画し

ております。行政区と調整をしながら逐次進めていきたいと考えております。 

○委員長（菅原辰雄君） ここで、昼食のための休憩といたします。再開は午後１時10分といた

します。 

     午前１１時５８分  休憩 

                                            

     午後 １時０８分  再開 

○委員長（菅原辰雄君） おそろいですので、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  副町長が復興庁事務次官来庁のため、教育長が葬儀に参列するため退席の申し出があり、こ

れを許可しております。 

  危機管理調整監より発言の訂正がありますので、これを許可します。危機管理調整監。 

○危機管理調整監（村田保幸君） 午前中の答弁の中で、平成29年度の防犯灯の整備の部分を

「186」と申し上げましたが、私が表を１年見間違っておりまして、平成28年度末で「183基」

の工事をいたします。平成29年度につきましては、志津川東団地、中央団地、西団地の整備

を進めておりますが、残りの部分52灯の整備をいたします。訂正をいたします。申しわけあ

りませんでした。 

○委員長（菅原辰雄君） 後藤伸太郎委員。 

○後藤伸太郎委員 防犯灯という言葉が示すとおり、犯罪であるとか災害、事故を防止するため

につくるものであります。ゆえに、今さら言うことでもありませんが、何かあってからでは

遅いわけです。 

  また、このタイミングでお伺いする理由といたしましては、施政方針で、しつこく申し上げ

ましたが、ハードからソフトへということですよねと。ということであれば、当然低地部の

町のにぎわいというものを今後どんどんと取り戻していかなければいけないということのタ

イミングなんだろうと思います。そういった意味で、その光りが当たっている部分には影が

出てくると。そこに防犯灯の明かり、もしくは以前に委員会の検討等でもあったと思います

が、防犯カメラのようなものを整備して犯罪を防止していくということは当然考えなければ

いけないことだろうと思いますので、この総務費に関係することかどうかわかりませんが、

遺漏のないように進めていただきたいという思いがあります。 
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  町長も、夜、いろいろな方とお酒を飲むのが大変お好きだと伺っておりますので、町長の思

いがあればお伺いいたします。 

  それから、議会中継システムは、開かれた議会を目指す上で、広報委員長としていろいろな

検討、改善に取り組んでいるところでありますが、そのままを見ていただくというのがやは

り一番早くて有効だろうと思いますので、それが機器のふぐあいといいますか、整備が余り

よろしくない、もしくは改修が必要だということで、町民の方々、興味を持っておられる

方々に提供できないというのは歯がゆい思いがいたしますので、新庁舎に移行した際にはこ

れも万全の態勢で取り組めるような体制をとっていただきたいと思います。 

  それから、おらほのまちづくり事業につきましては、検討していくということ、見直すべき

ところは見直すということのようであります。最後にもう一言だけ、見直しましょう、どう

でしょうか。 

○委員長（菅原辰雄君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 低地部のかさ上げが進みまして、おかげさまで商店街も完成して、後藤

委員もお酒が好きですので随分行っていると思いますが、さんさん商店街のあそこにツリー

ができておりまして、暗闇の中に一点の明かりといいますか、地域に場所ができたなという

ことで、町民の皆さん方も大変喜んでいらっしゃいます。あそこだけ明るくていいというわ

けではございませんので、当然、かさ上げした低地部につきましてもしっかりと防犯灯を含

めて設置をしてまいりたいと考えております。 

○委員長（菅原辰雄君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 議会のシステムにつきましては、技術的あるいはシステム的にどれ

ぐらいのペースで最新のものに更新できるのかその辺はわかりませんけれども、システムの

業者とその辺もしっかり対処しながらやってまいります。 

  それから、最後の「見直しましょう」ということに関しては、そうしましょうと、よい答弁

を引き出せればということのお考えなのかもわかりませんが、いずれ我々というよりも、先

ほど言いましたように、審査委員会の方々のご意見もしっかり聞きながら、いい方向に持っ

ていきたいと思いますので、その辺よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（菅原辰雄君） 後藤伸太郎委員。 

○後藤伸太郎委員 すいません、４回目ですけれども。 

  審査委員会に付議される前に、３年ルールがあるから、事務局でこれは不適格ですと昨年判

断された事実がありましたよね。そこの制度を変えましょうと言っているのに、審議委員の
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方々の意見を聞かなければわからないというのは、去年のことを忘れたんでしょうかという

思いがあります。黙っていようと思いましたけれども、今の一言は聞き逃せませんので、事

務を担当している部署として、何が問題で、どう改善すべきなのかというこちらの意図を酌

んでいなのではないかと感じられました。誠実な答弁を求めます。 

○委員長（菅原辰雄君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 委員会にかけてからでないとという意味合いではなくて、これまで

もずっと案件ごとに委員会のご意見をいただいてきたという経緯もございますので、当局で

これから３年ルールを外して、事案によっては５年10年と継続的にやりますというご提言を

した上で最終的に委員の皆様からご理解をいただきたいという趣旨でございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 今野雄紀委員。 

○今野雄紀委員 今野です。何点か伺いたいと思います。 

  まず、第１点目、40ページ、７節です。臨時職員賃金とありますけれども、こちらについて

伺いたいんですが、以前、我々議員の報酬等改定あるときに、臨時職員の賃金はどうなんだと

質問した際に、年度によって見直すということの答弁があった記憶があります。そこで、今

回、今年度の予算において臨時職員の賃金の改定はあったのかどうか、まず１点伺いたいと思

います。 

  第２点目、57ページ、選挙費について伺いたいと思います。現在、投票所の数ですけれど

も、震災前に比べて大分減っているみたいですが、その件に関してですけれども、以前、移動

期日前投票所の検討はできないかという質問をした経緯がありますが、その件に関してもう一

度伺いたいと思います。 

  北陸島根の浜田市のほうでは、市の公用車、白いワゴン等を使って期日前の移動投票所とし

て投票率を上げているという事例があるみたいですので、当町で検討と申しますか、そういっ

たことは考えられるのかどうか伺いたいと思います。 

  次に、予算の概要にあった人口減少への対策として、街コンに取り組むというようなことが

町長から説明ありました。それで、今回、この予算の中でどこに予算化されているのか。私は

復興費のほうとかいろいろ見たんですけれども、単独の項目ではなかったので、どこに組み込

まれて、どのような形で事業を展開していくのか伺いたいと思います。 

  次、水曜日のお昼にやっていた地域情報発信の何か2,000万円を使った昨年の事業があった

んですけれども、今回その事業はなくなったのか、これは総務費ではなくて復興推進費でした

か、そちらで聞けばいいのかどうか、一応ここでよろしかったらその答えをお願いしたいと思
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います。 

  52ページ、道の駅に関して、前委員等も質問していて大分わかったんですけれども、１点、

委員の方たちはどんな方なのか、もし名簿等ありましたら、何か聞く構想からすると、何か志

津川地区のまちづくり協議会の方たちとダブるような気がちょっとニュアンスとしてあるもん

ですから、その点と、あと道の駅の場所に関してですけれども、商店街の隣ということでわか

ったんですが、今回埋め立てたところをそういった大きい施設を近くに使うということはいい

でしょうけれども、そこでお願いしたいのは、現在、コンビニから商店街があるんですけれど

も、そこからウジエスーパー予定地のあたりまで、現時点でどのような形に、例えば公共施設

ができるのかどうか、青写真みたいなやつがあったらいただきたいというか、資料として。 

○委員長（菅原辰雄君） 今野雄紀委員、今５点になりましたので、とりあえずそれぐらいで。 

○今野雄紀委員 わかりました。大分やったんですけれども、前委員等聞いたのが減ったので、

もう１点……。いいです、じゃ後から。以上５点、お願いします。 

○委員長（菅原辰雄君） 総務課長。 

○総務課長兼危機管理課長（三浦清隆君） 前半の１件目、２件目のご質問にお答えします。 

  まず１点目の臨時職員賃金の関係でございますが、29年４月１日からということで臨時職員

の賃金は全て見直しをかけてございます。具体的には、特に事務補助員については、時給換算

で780円が28年度まででしたが、これを830円に改定してございます。あと大きいのがいわゆる

技術職の臨時の保育士、ライセンスを持っている方が28年度中は時給単価950円、それを1,010

円に改定するといったのが大きな改定幅でございます。 

  それと２点目のご質問に関しましては、これは、所掌、私は総務課長としての立場ではなか

なか答弁は難しいということです。ただ、兼務で行政委員会、選挙管理委員会の書記長も拝命

してございますので、選挙管理委員会でのこれは検討事項と捉えてございます。ただ、期日前

投票所につきましては、基本、投票当日に投票に行けない場合の臨時的な対応ということで公

選法上も期日前投票所を設けている経緯もございます。ただ、震災前は21の投票所がございま

した。それが今９つの投票所に減ってございます。なおまだ町外にも仮設住宅があるというこ

とで、町内、町外を合わせて期日前投票所を５カ所設けて投票の便宜を図っているという実態

でございます。当面、本年度の選挙についても、期日前投票所の設置は当然一応予算的には５

カ所設ける形では想定してございますが、ただ仮設住宅の撤収に伴ってもしかすると増減する

場合もあろうかなとも考えてございます。 

  ただ、移動の車両による期日前投票所、車の中での投票ということでございますけれども、
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宮城県内ではそのケースは１件もございません。先ほど確認もいたしました。一応話題とし

て、選挙管理委員会開催の折に各委員には話題提供はしたいと思いますけれども、従前、今野

委員からお話があった内容を一度話題としてお話しさせていただいた折には、余り肯定的な回

答ではなかったかなという感じはいたしてございます。以上です。 

○委員長（菅原辰雄君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） まず街コンの関係でございますけれども、当初予算には計上してご

ざいません。29年度の施政方針の中で、町長の５つの柱についてるる記載をさせていただいた

中に街コンという表現もございましたし、それから給食費の無料化についても検討するという

ような書きぶりをしておりました。いずれも予算という形では計上しておりませんけれども、

やはり予算にのせる場合には町当局として一定程度の考え方をしっかり持った上でないと説明

もできないと。ただし、４つの柱、特に移住定住あるいは子育てに力を入れるという観点から

給食費の関係と街コンの部分を、実は予算の締め切りが終わって、この施政方針を書き上げる

最後の段階でこの表現をさせていただいたと。こういうことも含めて積極的に取り組んでまい

りますということでございますが、条件がそろえば年度途中の補正でこれに関連する予算をの

せまして、詳しくご説明をさせていただきたいと思っております。 

  ちょっと長くなりますが、街コンといいますと、どちらかというとまちづくり全般という地

域活性化のために定期的に若い人たちが集うような催しを街コンと呼んでいるそうですけれど

も、当町が今考えている部分はそういう広い意味ではなくて、どちらかというと結婚なりある

いはその前の出会いというようなところにフォーカスを置いてやってみたらどうかというよう

な検討をしているところでございます。 

  それから、情報発信ということですけれども、これは後ほど12款のほうで152ページに載っ

てございますけれども、ことしも同様の業務をやってまいります。1,800万円ほどの予算を計

上させてもらっておりますので、後ほどその部分について説明をさせていただきます。 

○委員長（菅原辰雄君） 地方創生・官民連携推進室長。 

○地方創生・官民連携推進室長（檀浦現利君） 私のほうから、道の駅整備推進協議会の委員の

方についてご説明いたします。 

  委員の方は全てで13名の方がいらっしゃいます。住民代表という形で行政区長、行政連絡員

の連絡協議会の会長を務めていらっしゃる方に入っていただいていますし、志津川地区まちづ

くり協議会の方にもお入りいただいています。それと商店街との連携というところで南三陸ま

ちづくり未来の方、それと志津川福興名店街運営組合の方にお入りいただいています。そのほ
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か関係団体ということで、観光協会、商工会、漁協の志津川、歌津各支所、農協、森林組合、

あと宮城県タクシー協会の気仙沼支部の方、あと有識者ということで東北大学の先生にお入り

いただいて、もう１名は行政代表ということで副町長にお入りいただいて、全部で13名の方に

委員になっていただいております。 

○委員長（菅原辰雄君） 復興市街地整備課長。 

○復興市街地整備課長（小原田満男君） 私のほうからは、さんさん商店街からウジエスーパー

までの間ということで、国道45号沿線のところに公共的な建物が建つのかという質問について

お答えさせていただきます。 

  さんさんからウジエスーパー立地予定地までの土地につきましては、ほぼ民地が割り当てら

れておりますので、そのところに公共的建物が建つ予定についてはございません。 

○委員長（菅原辰雄君） 今野委員、名簿と図面も必要ですか。後でそのように手配させます。

整備課長、今の青写真みたいな感じで、後でいいですから。名簿はあるんですか、今。 

○復興市街地整備課長（小原田満男君） 区画整理の中……。 

○委員長（菅原辰雄君） 今野委員、名簿は後でよろしいですね。（「図面は」の声あり）復興

市街地整備課長。 

○復興市街地整備課長（小原田満男君） 区画整理の中で、換地という形で人の名前が入った土

地の図面はあるんですけれども、それについては公表しておりませんので、その図面は出せな

いような形でございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 今野雄紀委員。 

○今野雄紀委員 今の点も絡めて再度質疑いたします。 

  臨時の職員の方の賃金が改定になったということで、わかりました。 

  そこで、１点、保育士の賃金の改定もあったと聞いたんですけれども、以前は何か保育士初

任給の縛りがあって余り上げられないという答弁があったんですけれども、現在もそのような

形になったのか。本来はもっと、私は仕事のあれはわからないんですけれども、よその自治体

等と比べてこの金額はどうなのか、そこのところをもう一度伺いたいと思います。 

  移動期日前投票所に関しては、震災前は21カ所あって、それが近年少なくなって９カ所、そ

して期日前の箇所が５カ所ということで、それで十分なのかどうか、もう一度お聞きしたいと

思います。 

  そこで、今回こういった形になって、高齢の方たちとか、公営住宅が整備になって、入って

いる方たちも高齢の方が多いということは察しなくてもわかると思います。そこで、その方た
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ちが９カ所に減った投票所まで、多分近い距離ではないと思います。皆々が車があるわけでも

ないでしょうから、そういった点の考慮と、あともう１点は、18歳からの選挙権もなりまし

た。そこで、願わくはという質問ではないですけれども、島根の浜田市では白いワゴンをそう

いったやつに使っているということですが、私が思うには、せっかく寄附していただいた、こ

れも例ですけれども、モアイバス等を期日前投票に使って、それが高校に行く日時を決めてお

くとかすると、より投票の啓蒙等には効力を発揮するのではないかと思うんですけれども、そ

ういったところの考えをもう一度だけ伺いたいと思います。 

  あと街コンに関しては計上していないということで、予算として計上しないのに施政方針に

上がってきたというのは、これはこれでいいのかどうか。例えばこの街コンを担当するのはど

の課が担当するのか、そういったことまで詰まっていましたら伺いたいと思います。 

  ラジオの番組については、152ページに相当するときの質問とさせていただきます。 

  道の駅に関しては、住民代表その他ということで聞いたメンバーから見ますと、やはり道の

駅、さきの祈念公園もそうですけれども、全町的なところで捉えないと、立地等をもっと考慮

というか、検討すべきことがあるのではないかという思いがしますので、ですから、先ほど請

求した町全体の状況からして、45号線を挟んで例えば道の駅を整備するとかそういった地理的

なこともいろいろ検討されるべきだと思ったんですけれども、何かこのメンバーから見て商店

街の補完的な施設みたいなイメージを受けますので、それはいかがなものかと思います。そこ

で、道の駅自体はほとんど最初は通りすがりの方たちの利用が主でしょうけれども、中には飯

野川の道の駅のようにいろいろ努力されて繁盛しているところもあるみたいですけれども、そ

ういった面からして、この立地、例えば入谷とかもしくは歌津地区のほうにという意見という

か、要望等もなかったのかどうか伺いたいと思います。 

○委員長（菅原辰雄君） 総務課長。 

○総務課長兼危機管理課長（三浦清隆君） まず１点目の保育所の臨時職員の賃金の関係でござ

いますが、保育所の職員は基本的に新規採用されますと中級職相当ということで、短大卒レベ

ルの職員が入ってくるという形になります。ライセンスを持っていればそんな形になりますの

で、基本、臨時職員の賃金のあり方については従前と基本的には変わっていないですけれど

も、その時給単価の積算に当たっては中級職で採用された初任給をベースにするといった形に

なります。 

  それと、近隣市町の保育士の賃金単価も当然勘案いたしまして、そこら辺のバランスを見て

おりますので、遜色のない賃金単価になっていると認識しております。 
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  ２点目の投票所は十分なのかといった内容でのご質問でございますけれども、９カ所で十分

とは選挙管理委員会でも考えてはおりません。ご承知のとおり高台の団地の造成がほぼ完了し

て、適宜防集団地の整備、住宅地が建ってまいりました。それぞれ集落形成も行われておりま

すので、震災前とは集落の集積密度が大分変わっておりますので、今現在、選挙管理委員会に

おいてその投票区の見直し、エリアの見直しとあわせて投票所を数カ所ふやそうということで

今検討に入っております。いずれ新年度に入りましたら選挙管理委員会において正式に決定い

たします。それをもって秋口の選挙に臨みたいと考えてございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 街コンの行事につきましては、先ほど申し上げましたとおり、今煮

詰めているところであります。体系として行政が直営でやるのか、あるいは民間にお願いする

のかなどいろいろな種類があると思いますけれども、あるいは必要な予算は大体どれぐらいか

かるのだろうかということも一緒に含めながら、最終的にどこで担当部署をするかということ

をあわせて検討してまいりたいと思います。 

○委員長（菅原辰雄君） 地方創生・官民連携推進室長。 

○地方創生・官民連携推進室長（檀浦現利君） 道の駅の場所の件ということだと思いますが、

先ほど申し上げた委員の中には当然歌津地区の方もいらっしゃいます。その中で、復興計画の

中から道の駅を誘致しては、整備してはという話があったと聞いておりますが、そういったも

のを全て含めても、志津川の今計画されている場所のあたりがいいのではないかということに

なったと記憶をしております。 

  また、商店街の補完ではないかというご発言もありましたが、今現在の国のほうの道の駅の

考え方についてですけれども、当然道路利用者の適切な休憩がとれる場所というのが一番の目

的ではございますが、今現在それだけだとやはり道の駅としての機能が果たせないだろうとい

う考えのもとで、いろいろな機能を付加すべきだという意見になっております。その中の一つ

には地域の振興というのがありまして、周辺の消費活動に寄与するものだったりとか、地域が

それをもって振興するツールになればという考え方もありまして、そういった面からも商店街

と合築といいますか、連携した形での取り組みがよろしかろうということで、委員の中でもお

話が出ております。以上です。 

○委員長（菅原辰雄君） 今野雄紀委員。 

○今野雄紀委員 臨時職員の賃金に関してはわかりました。 

  投票所に関しては、今後ふやすという考えもあるようですので、できるだけ投票率の上がる
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ような形で進めていっていただきたいと思います。 

  街コンに関しては、以前、町おこし事業で公募する中であったんですけれども、そういった

ニュアンスのまちづくりの応募等も受け付けるのかどうか、その点だけ伺いたいと思います。 

  道の駅に関しては、休憩だけでなく地域の振興という、課長から答弁があったんですけれど

も、どのようなというか、その以前の答弁でもコンセプトみたいにして「元気と交流、思いが

交わる」ということで答弁いただいていたんですけれども、地域の振興のところをもう少しだ

け詳しく伺わせていただきたいと思います。 

  なぜかと申しますと、町長はさきの総括のあれでも答弁あったように、町開きはほぼ完了し

たという全体的な流れからの答弁もあったもんですから、このままですとこの一画だけが光り

が当たるような気がするもんですから、地域の振興という考えをもう一度だけ伺って終わりと

します。 

○委員長（菅原辰雄君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 昨年、おらほのまちづくり事業の募集をするときに、総合戦略の事

業に関連するものについても募集をしたところですけれども、結果として応募件数はございま

せんでした。こういったものというのは恐らく土木工事のようにちゃんと設計をして数量計算

をして当てはめるようなものではないのですが、ただ出会いとかそういったことになりますと

やはり個人の権利とかプライバシーとかさまざま絡んでまいりますので、まちづくりをやろう

という民間の団体が果たしてどこまで責任を持ってやれるのかとなると、やはり皆さん難しか

ったんだろうなと、その結果として応募がなかったと思っております。先ほど１番委員からも

ありましたように、ハードからソフトという時代になってまいりますので、ソフト事業の目玉

としてこういったことを、どういう形でやるかはわかりませんけれども、何とか29年度に１回

はやってみたいという思いであります。 

○委員長（菅原辰雄君） 地方創生・官民連携推進室長。 

○地方創生・官民連携推進室長（檀浦現利君） それでは、道の駅の地域振興機能という話でご

ざいますが、委員の中からも当然ながら町内全域にわたって観光情報だったりとかさまざまな

情報を発信する必要があるというお言葉は出ました。それも踏まえたところが、先ほども少し

お話しさせていただきましたが、森、里、海、人、命めぐる町を発信する拠点というところ

で、これが指しているのは、地域資源も当然発信しますが、町内の志津川地区だけではなくて

全ての町内全域の地域資源の発信が必要だろうというところ、それとポータルセンターの機能

の拡充と申し上げましたが、ここは今町内全域にわたって観光情報の発信や受け付け等をされ
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ていて、そこを拠点にして町内各地に展開されているんだろうと思いますので、これを拡充す

るというのは、まさに町内全域の観光情報を発信しながら、ここに来れば町内のほかの全ての

地区の行きたいところが探せて、そこの情報提供ができるという拠点を考えておりまして、そ

ういう機能を持たせるべきだということでこのコンセプトになりました。 

  場所の件については、当然ながら拠点になるところをどこかに一つということで今のところ

が選ばれたと思いますが、当然道の駅の整備については国が進めている事業ということもあっ

て、ほかの地域の道の駅との関係もこれまた必要になってきます。国道45号で言いますと登米

市の横山さんや気仙沼の大谷海岸、こういったところが近隣にありますので、どちらに寄って

も近過ぎるというのもあって、町の中心のところがいいのではないかというところで話を進め

ておりますので、ご理解いただければと思います。 

○委員長（菅原辰雄君） ほかに質疑はありませんか。三浦清人委員。 

○三浦清人委員 初めに、先ほどお話を聞いておりました、総務省からうちの企画課長に何か相

談の電話があったと、指導してやったというようなお話でありましたけれども、大変すばらし

いことだなと。以前から、私、企画課長はすばらしい方で、その場所にずっと座っている方で

はないのではないかなという思いでおったんですが、改めて感心しているところであります。

ご苦労さまでございます。 

  町長はいつも住民の生命を守るのが行政の一番の使命であるというお話をされております。

この施政方針を見ますと防災に対する文言が１個も載っていない。どうなんだろうなというこ

とで予算書を見ましたら、防災訓練で何か備品を買うということで10万円かそこらの予算にな

っておったんですけれども、ことしはどのような防災訓練というのがなされるのか、内容。以

前ですと県とか合同で訓練をやっておったんですけれども、どういう内容のものなのかお聞か

せいただきたいと。 

  その防災に関して、防災教育という観点からやろうかと思ったら教育長が欠席というか、い

ないもんですから、これはどの部分で、後で教育費のほうで、課長ではちょっと難しいかなと

思うので、後で。そのとき防災教育の関係、教育費のほうでやらせてもらいたいと思います。 

  それから、いっぱいあるんですが、道の駅の関係で前者がいろいろと質問しているようで

す。策定委員会があって、コンセプトというんですか、心の駅を重点というお話で、文言は後

からくっつけてもいいと思うんですけれども、問題は場所なんですよね。今いろいろとその場

所が想定されるというか、その場所にしっかり決まったのかどうかよくわかりませんが、なぜ

入谷地区ではよくないのかな、なぜ戸倉地区にやらないのかなという疑問というか、そうした
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ところ、いろいろとこれまでの策定委員会なり協議会の中でお話が出たというお話であります

けれども、それまでの場所的なことについての経過といいますか、その会議の議事録等ありま

すでしょうか。会議の議事録、あれば提出してください。内容を確認しないと納得いかないと

いうか、言葉は何でも言えますので、そこのところですね。 

  それから、地域おこしですか、前者もいろいろと内容をお聞きになったようですけれども、

52ページの中で推進業務委託料、報償費、約5,000万円以上のお金が出るわけですけれども、

これは地方創生事業の中でやられるということで、非常に結構なことなのかなと思います。株

式会社エスカですか、先ほどのお話を聞いていますと、ここの業者を選定した理由というか、

経緯というか、これは昨年度からお願いしていた会社なんですかね。インテリジェンスとかな

んとかという会社が去年からやっていたのはわかるんだけれども、このエスカというのも去年

からやられていたんですかね。これは産振課かな。もう既に決まったんでしょうから、このお

願いした委託業者、引き受け業者というか、この業者を選んだ理由、どんな方法で選ばれたの

か、そこのところですね。 

  まずもってその辺を最初にお聞かせください。 

○委員長（菅原辰雄君） 危機管理調整監。 

○危機管理調整監（村田保幸君） まず防災訓練はどのようにするのかというご質問でございま

すが、防災訓練については11月、当町は実施をいたします。毎年11月に実施をいたしておりま

すが、本年度につきましては、まだ担当試案でございますが、基本的に地域参加型ということ

で、学校、小中学生の参加を検討いたしております。現在、学校のほうと個別に調整を進めさ

せていただいております。そのほか、防災ということで、町の職員の参集、ここら辺も、規則

等が変わる、交通網が整備されるということで、その参集の要領についても検討しなければな

らないということで、この訓練もまず担当者のほうで検討を進めているところでございます。 

  あわせまして、防災の機材工具費のところでございますが、これはどうしても高価なものを

買うときには予算をつけなければならないというところで、一応去年より減額をしております

が、10万円の予算を計上させていただいております。今のところ防災無線の整備をするための

工具、インパクトレンチとかそこら辺の購入を考えてございます。以上でございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 道の駅の場所についてでございますけれども、今回改めてこの場所

にということではなくて、一番直近ですと志津川市街地のグランドデザインの計画策定という

ところで、それができてから町民の皆さんにもご報告をしつつ、また議会でも事あるたびいろ
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いろな資料という形で、商店街をまず最初につくって、その次に、川と道路の関係もあります

ので、少しおくれてこの先のほうに道の駅を整備したいという部分はお示しをしてまいりまし

た。やはり入谷、戸倉というお話でしたが、志津川の中心部というのは国道が２本通っていま

すし、当然町の中心になり得る場所でございますので、そこにこうした機能を設けることによ

って、にぎわいとか集客の観点からそういう判断をしたというところでございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（高橋一清君） 地域おこし協力隊の関係についてお答えをさせていただきたい

と思います 

  業者が決まったのかというご質問でしたけれども、エスカに関しては平成28年度業務として

契約をさせていただいておりますので、当然ながら29年度の業者としての決定については新年

度の手続の中で決定をさせていただく流れとなっております。 

  平成28年度の選定方法でございますけれども、申しわけありませんが、手元に資料がないの

で、記憶の中で考え方としてお答えしますが、都会、都市部の若者に情報を伝える、情報を伝

えるだけではなかなか人が集まらないということもありますので、その若者たちを地方のそう

いった移住定住につなげていく活動において実績を持っているということが一つ重要な要件に

なりますことと、もう一つは、南三陸町の実情、実態を詳しく承知していて、こちらに若者が

移住に挑戦してきたときに、そこでの生活基盤にうまくつないでいけるような活動を評価した

上で選定をさせていただいたと記憶しております。その上で、どこでもできるという事業で

は、業務ではないという判断から、１社指名で契約したように記憶しておりますが、なおその

部分については時間を頂戴して確認をさせていただきたいと思います。 

○委員長（菅原辰雄君） 地方創生・官民連携推進室長、会議録提出の要請がありましたけれど

も、大丈夫ですか。すぐ出せますか。 

  暫時休憩いたします。再開は午後２時10分といたします。 

     午後１時５６分  休憩 

                                            

     午後２時１３分  再開 

○委員長（菅原辰雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  教育長が着席しております。 

  地方創生・官民連携推進室長。 

○地方創生・官民連携推進室長（檀浦現利君） まず、先ほどの道の駅整備推進協議会の委員の



８７  

名簿及び議事録を配付させていただいております。 

  なお、名簿と議事録の第１回から第３回まではホームページで常に公表しておりますが、第

４回と第５回の議事録については今委員等に文言の確認依頼をしているところでして、まだ公

表されておりませんので、取り扱いだけご留意いただければと思います。 

○委員長（菅原辰雄君） 副町長が着席しております。 

  産業振興課長。 

○産業振興課長（高橋一清君） 地域おこし協力隊の委託料の契約の関係で、資料を確認して再

度答弁ということにさせていただいた件でございますが、選定方法につきましては、地方自治

法第167条の２第１項第２号の規定によりまして随意契約とさせていただきました。指名業者

としては１社による随意契約でございます。 

  この条項の内容でございますが、いわゆる契約でその性質または目的が競争入札に適さない

ものということの場合に適用されるものでございまして、先ほど及川委員のご質問にもお答え

しましたが、今回の地域おこしの事業につきましては、定型的なものを購入するとかあるいは

決められた数量のものが決められた形で納品されるとかそういった事業のものとはやはり異な

りまして、そもそも移住に関するスキルをしっかり持っていて、都会の移住を希望する若者た

ちにしっかり情報を伝え、そのスキルを持って地域に最も望ましい人材を選定してマッチング

するという業務でございますので、その意味ではいろいろな事業者などについても検討は加

え、いろいろ情報を集めて、事業にふさわしい事業者ということで探したわけです。当該社に

つきましては、震災後、既に別の総務省の事業などで南三陸町のほうに人材を送り、そのすぐ

れた若い人材たちが活躍しているという実績もございましたことから、この会社を信頼して１

社随契による契約とさせていただいた次第でございます。以上です。 

○委員長（菅原辰雄君） 三浦清人委員。 

○三浦清人委員 まず最初に、防災訓練、これは小中学生を対象にというお話でした。職員とい

う話もあったのかなと、職員の訓練もするというようなお話であります。 

  発災から６年、当時を振り返ってといいますか、検証といいますか、なぜあれほどのとうと

い人命が奪われたかということにもなってくるのかなという思いで今いるんですが、震災が起

きた場合に、そこには指揮命令権者といいますか、学校で言えば校長先生、会社で言えば社長

さんになるのかな、防災対策に今厳しく、国の制度も厳しくなりまして、いろいろと訓練もで

ありますが、そういった指揮命令系統というものの決まりを提出しなければならなくなってお

りまして、その指揮命令権者ですが、この判断によって、なくさなくてもいい命までなくして
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しまうというおそれが十二分にしてあるんですよね。子供たちに対しての教育、訓練、これは

大事だと思いますが、それ以上に指揮命令権者への教育、指導というのは誰がどのような形で

行っていくのか。防災に関しての認識、資質と言ってもいいのかな、そういった方々に対する

教育は誰がどのようにして、要するに判断能力、そういったことに対する防災対策というのは

どうお考えなのかです。 

  それから、道の駅、何か話を聞いていますと、私どもは道の駅というと、よく全国的にいっ

ぱいあるわけですよね。いろいろなものを売っている、あるいは食事もできる、温泉もある、

いろいろあるんです、施設、娯楽施設も含めて。そういうのをイメージしておったんです、我

が町の道の駅も。何か聞くところによると観光案内所みたいな施設なのかなという思いもして

きたんですね。ポータルセンターから移動するとか、そこに行けば町の観光地が一目でわかる

とか、さてさて、私どもが通常考えている道の駅とはほど遠いなという思いがするんですが、

実際どのような内容の道の駅になっているんですか。観光案内所的なものになるのかどうか。

そこで物販はしないのかどうか。よく産直というんですか、そこでとれた野菜なり魚なり、町

民の方々、漁師の方々、農家の方々がいっぱい持って集まって、にぎわっているのしか私はイ

メージがないもんですから、名前は道の駅でも中身が観光案内所では、果たしていいのかなと

いう思いから今質問しているわけですが、どういった、それこそコンセプトだかコンペクトだ

かわかりませんが、内容になっているんですか。 

  それから、この場所について、この議事録といいますか、会議録を今手渡されて、これだけ

の資料を今読めといってもなかなか無理な話であって、私が言っているのは、なぜその場所

に、まだ決定ではないかもしれませんが、その地区に、その辺、あのあたりに決まった経緯が

知りたい。ある程度グランドデザイン云々という話もありましたけれども、グランドデザイン

ですから、あくまでも、町の大金をかけてつくってもらった、それに対して我々見せられたと

きに、そうでもない、こうでもないと語られないんですよね。何か言うと、これはあくまでも

グランドデザインですから、決定ではありませんからと皆さんは言うし、それではいろいろと

町民のご意見を聞きながら設定するんだろうなという思いでいたわけですから、今になって

「グランドデザインがこうだったから」という話はないんじゃないかなという思いがしている

わけなんです。だから、その場所、その辺につくるという場所が決定するまでにどのような話

し合いがなされたかというのが知りたい、後で議事録を見ればわかるでしょうけれども。 

  それから、その提案の仕方なんですね、提案の仕方。グランドデザインでこの場所にこうだ

から、皆さんどうでしょうという提案の仕方なのかどうなのか。それは抜きにして、ゼロにし
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て、皆さん、どこに道の駅をつくったらいいでしょうという問いかけなのかどうなのか。その

辺ですね、会議のやり方、提案の仕方、その辺のところもお聞かせいただきたいと思います。 

  それと、この業者さんに、村おこし青年何とか、協力隊ですか、委託料、随意契約の条項が

ありまして、第１項の何条までこういうことだと。物品の購入でもなければあるいは工事請負

でもないんだということで、１社と随契したと。その選定方法はいろいろあると思うんです、

プロポーザルなり何なり提案型。なぜこの１社にだけ随契したのやという経緯が知りたい。競

争原理が全く動いていない。公金を使う際の競争原理が全く働いていない。そこなんです。私

どもチェック機関として大事なところなんですね。多分、町に対して指名願が出ているんでし

ょう、出てなければ随契もできませんので。こういった類似した会社があるんですよね、全国

にいっぱい。都市部にもいっぱいあるんです、企画会社といいますか。この会社以外に指名願

は出ていないのかどうか。この１社しかなかったと、この内容の仕事をする会社はこの１社し

かなかったというのか、あるいはまだまだあったんだけれども、この会社に決めましたと。そ

の決めた理由を知りたい。先ほど、都市型の云々、若者が云々と、わかります、それは。ほか

の会社にもあると思うんですよ、その内容、実績。例えばこの会社が以前から我が町でこうい

った仕事を何度かやって実績があったというのであれば話はわかる。多分初めての会社でしょ

う。だと私は記憶しているんです。だから、その辺の経緯がどうなっているのかということを

お聞かせいただきたい。 

  それから、インテリジェントという会社、28年度からやられていると、エスカもそうでしょ

うけれども、29年度についてはこの会社ではないということも考えられるんですか、29年度

は、引き続きやるんですかね。その辺です。 

○委員長（菅原辰雄君） 危機管理調整監。 

○危機管理調整監（村田保幸君） まず防災の指揮命令の件についてご返答申し上げます。 

  まず災害が発生した場合に、避難勧告、指示等を発する責任を有するのは災害対策本部長で

あります。その災害対策本部長が発する命令等につきまして、情報収集をして分析をして状況

判断をいただく、そのための情報を集めるというのは危機管理課としての仕事であると認識を

しております。 

  そこで、平成29年度につきましては、新庁舎への移転と組織の改編がございます。そういう

ところで、さきの防災会議におきまして災害対策本部の見直しの検討を提案させていただいて

おります。これについては危機管理課内において案を作成中でございます。災害対策本部のあ

り方の見直しをしますので、それについては当然今後訓練等をしてまた検証が必要になってく
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ると思います。その検証、訓練の中で、災害対策本部の要員、そこで勤務する者については教

育等の必要が当然発生するものと考えております。以上です。 

○委員長（菅原辰雄君） 企画課長。 

○企画課長（阿部俊光君） 道の駅の場所の決定のもう少し踏み込んだ前の経緯ということでご

ざいます。 

  復興計画をつくるときに、町の基本中の基本である、なりわいはさまざまでも住まいは高台

と。この高台に住まいをつくって、下には人が集うような、にぎわうような場所をつくってま

いりますということを当時町長、副町長が手分けをして避難所を回って説明をしたと。そのと

きには道の駅という書きぶりはなかったのかもわかりませんけれども、確実にそういった形で

にぎわいを戻すという具現化の方策の一つと。それからもう１点は、今回の基本方針にもある

んですけれども、小森インターが昨年10月に開通して、来週20日には海岸インターが開通する

と。今後、歌津、気仙沼と北上してまいります。よく通過点、スルーパスなどいろいろ言われ

ますけれども、当時、低地部の志津川市街地をつくるときに、三陸自動車道ができたときに何

とかして町におりていただくようなことも念頭に入れながら事業を進めましょうということで

やってまいりました。ほかの道の駅との違いを鮮明にして魅力ある道の駅をつくり、人や車を

呼び込んでいくと。そういう２つの観点からあの場所が適当と判断したものでございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 地方創生・官民連携推進室長。 

○地方創生・官民連携推進室長（檀浦現利君） まず道の駅整備の登録の最低限の要件ですけれ

ども、国交省のほうで定められているところによれば、休憩機能と交通情報の発信機能、これ

がないとだめですよとなっております。それは当然ながら用意しますし、それに加えてこの町

の道の駅で何が必要かというところで、先ほど申し上げました命めぐるまちを発信する機能と

いうところで商店街やエコタウンへの挑戦、これらの発信機能を持たせたいというところと、

あとは震災伝承機能というところで震災を伝承する機能を設けたいというところと、公共交通

拠点の機能というところでＢＲＴや町民バスの拠点としたいというところで、これらを全部含

めて道の駅にできないかというところで今考えております。 

  それで、物販、産直という話もありましたが、商店街というのがありますので、それと当然

ながら競合するわけにいきませんので、道の駅、北側のほうでは物販というのをつくる予定は

ありません。 

○委員長（菅原辰雄君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（高橋一清君） １社随契にした理由ということで、重ねてご質問を頂戴してお
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りますが、競争に適さないという判断をさせていただいたということが、一口で言えばです

ね、理由になるかと思うんですが、仮にほかの関連というか、似通った人材派遣的な事業者が

仮にあったとしても、移住に関して成果が期待されるかどうかというところが非常に大事な要

素、判断の大事な要素かなと思っておりまして、移住する上では都会の青年たちの考え方もわ

からなければなりませんが、地域の実情やその先の可能性なども含めて、スキルと蓄積された

情報みたいなものを持っていないとこの事業は難しいと思っております。そんな観点からしま

すと、この会社については、震災後、町が直接契約した業務ではないんですが、総務省の右腕

プロジェクトという事業の中で南三陸町に人材を既に送っておりまして、こういう人材が観光

や町の中のさまざまな分野で活躍をしているという実態を町としては掌握しております。その

やり方や仕組みなどが非常に評価できるものという考えがございまして、また同様の業務をほ

かにできる事業者はないかという観点でも情報を集めましたが、やはりそれらの蓄積されたも

のがないと難しいということからして１社指名による随意契約に、競争には適さないという観

点から指名委員会のほうに理由を上げて決定をいただいたという経過でございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 三浦清人委員。 

○三浦清人委員 防災関係、防災教育、その内容はわかったんです。先ほど私が言ったのは、例

えば学校であれば、要するに校長先生がそこの現場の指揮命令権者になるんでしょう。会社で

あれば社長だと。その命令権者の判断、適切な判断をするような教育は誰がするのかというこ

となんですよ。教育長がお座りですので、これは教育関係で、要は大川小学校とかいろいろあ

るでしょう。校長先生が不在だったとか、先生方がそのときに右往左往して、あげくの果てに

は大勢の児童が命を取られたということ。だから、そういう指揮命令権者への教育、指導とい

うのは誰がどのようにするのかということを聞いておきたい。やはり何といいますか、資質と

いいますか、認識というのか、その辺なんですよ。命のとうとさを知らない方が、知らない方

はいないと思いますけれども、そういった誤った判断をされると非常に困るわけですから。

３・11、大川小学校の例を出しましたけれども、そういうことのないようにしなければならな

い。例えば校長先生がいないときには教頭先生だよと、教頭先生がいないときには教務主任だ

よと、あるでしょう、順番が。そういう方々に対する、判断をして行動するんですから、その

方々への教育というのはどのような教育があるのかなと、私もわからないんです、その教育の

仕方というのは。それを私は聞いているんですよね。 

  それから、道の駅ですが、物販は商店街があるから競合できないからやらないという話なん

だけれども、私が今まで考えていた道の駅構想というのか、内容は全くかけ離れているんです
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ね。よく直販とか、先ほども言いましたように、漁師の方が魚を持ってきて売ったとか、温泉

があるとか、食堂があって楽しめるとかそういうのではなく、要するに観光案内というか、あ

そこに商店街があるから行ってくださいと商店街に誘導するための一つの場所と、そういうも

のなのかなと。そうとられても仕方ないんでないかなと思うんだな。トイレもきれいなのをつ

くるでしょうし、お客さんをそこに足どめして、そこで商店街に誘導するというようなやり方

なのかなと思いました。観光案内的であれば、何もそこでなくても、入谷でも戸倉でも私はい

いと思うんですよ。そこで話を出させてもらっているんです。そうすると一般の町民の方々が

描いている道の駅とは全くほど遠いという考えなんですね。 

  それから、随契、競争する原理ではないということで。その会社がいいんだという判断は課

長がなされたんだね、違うの、指名委員会に出して、指名委員会で判断したということ。そう

すると、震災直後から総務省の右腕す、片腕す、何て言った。（「名称が右腕プロジェクトで

す」の声あり）右腕プロジェクト、右腕だ、要は。そうするとその辺の推薦もあったのかな

と、推測ですけれどもね。そうなってくると、うんもあんも言われねもんね。そのときこそ企

画課長が出てくればよかったもんね、指導してくれればよかったもんね。そうですか。 

  ちなみに、こういった業種の会社、指名願が出ているところはなかったの、指名願。同じよ

うな企画をする会社で我が町に指名願というのが出ている会社はなかったんですかね。この１

社であればいいんですがという話をさせてもらったんだけれども、その辺の答弁がなかったも

んですからね。 

○委員長（菅原辰雄君） 危機管理調整監。 

○危機管理調整監（村田保幸君） 大変申しわけございません。防災組織の長を教育するという

仕組みについては、私の知り得るところではないのかなと考えております。しかしながら、物

事を防災のときに判断をするのは指揮者でありますので、その指揮者が状況判断を誤らないと

いう仕組みは、教育は私が受けてきておりますので、今後機会があれば学校の先生とか災害対

策本部の訓練のときには本部の長とかに私のほうで教育をしなければならないと考えておりま

す。（「あんだがやるのね、あんだが教育する」の声あり）私は防災マネジャーという資格を

持って当町に赴任をしておりますので、その中で教育の内容については勉強してございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） 学校教育における防災教育についてのご質問をいただきました。先ほ

どご質問の中に校長の指揮命令権ということで、災害が起きた場合に学校の組織を中心となっ

て動かすのは校長でございます。その校長に対する危機管理に関する研修については、県の教
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育委員会並びに教育事務所等で定期的に行っております。と同時に、町としても毎月校長会が

ございますので、その際に危機管理についての指示ということについては私のほうからも話し

ております。それから、震災後、防災マニュアルを実は新しくつくりました。これは校長会が

中心になってつくりましたので、そういうことも含めて、学校の長である校長の防災に対する

危機管理意識を随時高めているという状況であります。 

○委員長（菅原辰雄君） 地方創生・官民連携推進室長。 

○地方創生・官民連携推進室長（檀浦現利君） 道の駅の件でございますが、一般のイメージと

おっしゃられましたが、多くの方が思っているのかもしれない、産直があってレストランもそ

の１棟の中にあるというのが一般的だと言われれば、少し違うかもしれません。ただ、今国の

ほうでも気にしているのは、余りにも産直ばかりだとか、認定してきた道の駅が余りにも似通

っているというのは危惧されていたというのがありまして、我々のこういうコンセプトのもと

での道の駅というのは登録に値するのかという話も内々にさせていただいておりましたが、全

てを、道の駅等の整備事業の中で産直をつくらなければいけないというのは当然ないですし、

合築で民間の方と連携しながら道の駅ということで整備するのはむしろいいのではないかとい

う言葉もいただいておりますので、よりこの地域の魅力を発信できるような、南三陸町らしい

道の駅になるように今後も取り組んでまいりたいと思います。 

○委員長（菅原辰雄君） 副町長。 

○副町長（最知明広君） 途中から入ったので、話の途中の経過からして最終的には私が答弁す

べきだなと思って手を挙げたんですが。 

  契約業者、審査委員会の中におきましても今と同じような議論がございました。なぜ１社随

契なんだということで、確認をさせていただいて、今、高橋課長が述べたようなことを審査委

員会の中で述べさせていただいて、そこの中で我々審査委員としては１社随契にするものに該

当するということの判断をさせていただいたということでございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 先ほど指名願は出ているかという質問がありましたが。最知副町長。 

○副町長（最知明広君） その点についても確認をさせていただきました。今までどの業者につ

いてもそういう実績については当町にはございませんので、１社随契のほうに値するという判

断をさせていただきましたので、実際他の業者がそういう形で指名願を出しているかというこ

とについてはその時点では確認はいたしませんでした。 

○委員長（菅原辰雄君） 三浦清人委員。 

○三浦清人委員 防災マネジャー、教育マネジャーさんご苦労さまです。ぜひ判断を誤らないよ
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うに教育を徹底していただければということで。学校のほうは県教委のほうで何度もやられて

いるということでありますので。その辺の指揮命令系統といいますか、先ほど言ったように、

校長先生がいないときは誰がやるんだとか、その先生方にも全て教育して徹底しておかないと

大変なことになると思いますので、やっていただきたいと思います。 

  それから、そうするとエスカ、そこしか指名願が出ていなかったというお話ですけれども、

よその業者さんができなければ、そこに選定したということは、先ほども言いましたように、

要するに指名願が出ていなければ、その当時はこのエスカしかないということであれば仕方な

い。このエスカさんは出ていたんですか、出ていたんですね、それからやったんですね。出て

いればいいです。 

  それから、道の駅、これまでのイメージとは全く違うような、国のほうでも余りにも産直が

多いとか、それは本当に言ったんでしょうな、こっちからどう問いかけてそう言われたのかわ

かりませんが。先ほども言いましたように、商店街へ誘導する場所というような受けとめ方と

いいますか、そういうふうにしか考えられないなと思いました、南三陸町らしいやり方だな

と。終わります。 

○委員長（菅原辰雄君） ほかに質疑はありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（菅原辰雄君） なければ、２款総務費の質疑を終わります。 

  次に、３款民生費、63ページから82ページまでの細部説明を求めます。保健福祉課長。 

○保健福祉課長（三浦 浩君） それでは、３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費から

説明をさせていただきます。 

  本年度の予算額は３億4,900万円余りで、前年に比較いたしまして2,700万円ほど、率で

8.6％の増となってございます。こちらにつきましては主な理由が２節給料、３節職員手当等

と４節共済費の人件費の増といった内容になってございまして、社会福祉総務費につきまし

てはこの人件費と社会福祉全般の事務的経費等を計上したものでございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（佐藤和則君） 続いて、国民年金事務費、65ページでございます。本年度予算

100万8,000円ということでございますが、昨年度との比較では1000％を超える率となってお

りますが、これは13節委託料、国民年金システム改修委託料が新たに発生したということで

ございまして、今まで紙媒体で年金情報のやりとりをしていたところを電子媒体を使用する

ようにするためのシステムの改修費用を計上させていただいたということでございます。 
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○委員長（菅原辰雄君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（三浦 浩君） 同じく65ページ、３目老人福祉費でございます。今年度予算額

につきましては6,200万円ほどということで、前年に比較いたしましてほぼ倍増してございま

す。この理由につきましては、最下段の19節負担金補助及び交付金3,304万2,000円ほど計上

してございます。こちらにつきましては、歌津地区にございます介護老人保健施設に対しま

す整備費補助金でございます。 

  この補助金について説明をさせていただきますが、旧歌津町時代からこの施設につきまして

は債務負担行為を設定いたしまして利子補給をしてきたところでございます。ご存じのとお

り震災によりまして23年度から５年間、利子の支払いが延期されてございまして、これが29

年度からまた再開されるといったことになります。そういったことで、一旦23年12月議会に

おきまして債務負担行為の設定を解かせていただきました。今回、改めて残債に当たります

3,304万円ほど、さらに債務負担行為といった考えもございますが、一括で補助金で差し上げ

るといった判断をしたところでございます。そうしたことから老人福祉費でこの3,000万円ほ

どが伸びているといった状況でございます。 

  続いて、66ページをごらんになっていただきたいと思います。 

  新規事業といたしまして、介護タクシーの利用扶助費ということで111万4,000円ほど計上し

てございます。29年度から介護タクシーを利用した助成を行うといった計画をしてございま

す。これに伴いまして、従来、社会福祉協議会に委託をしておりました移送サービスにつき

ましては28年度をもって廃止する予定としております。 

  なお、この介護タクシーの利用者につきましては、要介護３以上の方を原則として考えてお

りまして、これまで28年度まで利用なさっていた方につきましては、全員何とかこの新しく

つくった要綱でひとしくこのタクシーの利用をできるということに考えてございます。 

  続いて、４目障害者福祉費でございます。こちらも前年比較で2,600万円ほどの増額となっ

てございますが、増額の理由につきましては20節扶助費の伸びでございます。67ページに３

億6,300万円ほど計上してございますが、前年が３億3,700万円ほどでしたので、こちらの部

分で増となってございます。扶助費につきましては、年々サービス利用が右肩上がりになっ

ておりますので、前年比較で約10％ほどの伸びといったことで考えてございます。 

  続いて、68ページ、５目地域包括支援センター費でございます。予算的には前年に比較いた

しまして300万円ほどの減となってございます。事業を落としたわけではございませんで、こ

ちらの経費につきましても、スクラップ・アンド・ビルドではございませんが、例年当初に
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上げて最終補正で使用しなかった分をおろすといったことが２年続きましたので、現に必要

な部分だけをもう一度ゼロベースで考え合わせてこのような内容になったものでございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（佐藤和則君） 続いて、６目後期高齢者医療費でございます。昨年度の比較で

1.8％の減ということになってございますが、これは特別会計で扱わない事務的経費の負担、

それから公費負担の町の持ち出し分でございます。それから、一部負担金免除の延長措置、

27年度の最終分１月から３月分の町の持ち出し分についての負担等が主な内容となってござ

います。 

○委員長（菅原辰雄君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（三浦 浩君） 70ページ、７目介護保険費でございます。こちらは２億5,000

万円のほとんどが28節繰出金、介護保険特別会計への繰出金でございます。その上段の在宅

介護職員等確保対策補助金160万円でございますが、昨年度は当初予算ではなく６月補正予算

ということで計上してございまして、この事業につきましては昨年から実施をしているとこ

ろでございます。28年度の補助金の実績としては１施設に100万円を補助してございます。 

  ８目総合ケアセンター管理費ですが、こちらは総合ケアセンターの維持管理経費ということ

でございます。年度といたしましては２年目を迎えまして、昨年等の実績を踏まえて110万円

ほどの減と見ております。 

○委員長（菅原辰雄君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（佐藤和則君） 続いて、９目老人医療費でございます。老人医療制度は既に廃

止となってございますが、過去にさかのぼって遡及しての過誤等が発生した場合の事務費負

担を計上しているもので、昨年と同額で、ちなみに昨年度の実績はございませんでした。 

○委員長（菅原辰雄君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（三浦 浩君） 続いて、10目被災者支援費でございます。前年比較で8,700万

円ほどの減となってございます。ご承知のとおり仮設住宅等の退去が進みまして、この分に

伴いまして被災者生活支援センターの運営に係る委託料が減額してございます。そういった

意味合いで8,700万円ほどの減ということになります。 

  72ページをごらんになっていただきたいと思います。 

  13節委託料として、被災者支援総合事業委託料、昨年は被災者生活支援センター分、それか

ら災害公営のＬＳＡ事業、プラス入谷地区の福祉仮設の運営事業の３本立てとなってござい

ました。今年度におきましては入谷地区の福祉仮設が３月で終了することから、その事業は
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なくなります。また、被災者生活支援センターの事業費についても大幅減ということで、こ

ちらは約4,900万円ほど、それから災害公営のＬＳＡ事業も同額程度見ております。 

  11目特例給付事業費につきましては、19節負担金補助及び交付金にありますとおり臨時福祉

給付金の事業でございます。こちらは国が進めます経済対策分として実施するもので、１万

5,000円掛ける対象者3,200人を見て計上したものでございます。 

  続いて、２項児童福祉費です。１目児童福祉総務費につきましては6,000万円余りの増とい

った形になってございます。こちらにつきましては、人件費のほうで減ってございますが、

73ページになりますが、19節負担金補助及び交付金のうち子どものための教育保育給付費負

担金でございます。こちらは入谷東に4,200万円ほど、それからマリンパル保育園に2,100万

円ほど、29年度からあさひ幼稚園がこちらの制度に移行いたしまして4,800万円ほどを見込ん

でございまして、大きくはあさひ幼稚園の部分がふえたということで、この部分が増額とな

ってございます。 

  74ページにまいりまして、20節扶助費でございます。こちらはいわゆる子育てクーポンとい

うことで、昨年来実施したものでございます。昨年６月補正で400万円ほど計上いたしました。

その後、12月補正で77万円ほどということで、県予算は477万円、29年度については500万円

ほどを計上してございます。第１子から第３子までのクーポン券70名ほどと入学時70名とい

う形で見てございます。 

  続いて、２目児童措置費でございます。こちらは１億6,600万円余りで、前年比230万円ほど

の減でございます。扶助費の児童手当ということで、児童手当に係る経費でございます。人

数的には1,200人ほどを見込んでございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（佐藤和則君） 引き続き、３目母子福祉費でございます。こちらは昨年度比較

で19.3％の増ということで、母子父子家庭医療費助成金を見込んでございます。昨年度、所

得制限を撤廃した分の拡大分と医療費の伸び分を計上させていただきました。 

  続いて、４目子ども医療対策費でございますが、こちらは子供医療費の助成金に係る経費を

計上しております。昨年より0.6％の伸びということで、助成の本体部分は153ページの地域

復興費のほうに3,600万円ほど計上させていただいてございます。 

○委員長（菅原辰雄君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（三浦 浩君） 続いて、５目保育所費でございます。本年度予算、前年度予算

比較で３億4,600万円ほどの増となってございます。増額の理由につきましては、76ページ、
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15節工事請負費でございます。ご承知のとおり、先日議決いただきました志津川保育所の建

設工事、この部分におきまして３億4,200万円ということで、この部分が増額の理由でござい

ます。その他の費用につきましては、おおむね前年並みで計上してございます。 

  続いて、77ページ、こども園費でございます。こちらも本年度4,600万円余りということで、

前年比500万円の増でございます。こちらも人件費が６名ということで、前年５名、１名増と

いう形になってございます。その分、賃金のほうが２名分を１名分ということでカットして

ございまして、これが増減の理由でございます。その他の経費についてはほぼ昨年どおりと

いうことでございます。 

  続いて、79ページ、７目子育て支援事業費でございます。本年度予算額は前年度に比較いた

しまして1,700万円ほどの増となってございます。こちらも人件費、昨年は１名、ことしは２

名ということで、その分の増となってございます。 

  あわせまして、次の８目放課後児童クラブ費と関連するのでございますが、80ページをごら

んになってください。 

  放課後児童クラブ費につきましては400万円、前年と比較いたしまして900万円ほどの減とな

ってございますが、昨年の予算書と比較していただくとわかるんですが、こちらについて７

節賃金が抜けてございます。放課後児童クラブの賃金につきましては、戻っていただいて79

ページの子育て支援事業費の中の７目賃金と合わせてこちらに計上してございます。昨年度

は子育て支援で630万円ほど、放課後児童クラブで900万円ほど、1,500万円ほど計上してござ

いました。今年度は戸倉の放課後児童クラブも開設ということもありまして、2,000万円ほど

ということで計上してございます。 

  続いて、81ページ、３項災害救助費１目災害救助費でございます。こちらも前年比4,500万

円ほどのマイナスとなってございますが、こちらは仮設住宅の維持管理経費が主なる支出で

ございますので、28年度も解体をいたしますし、徐々に減ってくるということで、維持管理

経費も少なくなっているという見込みでございます。 

  82ページをごらんになっていただきたいと思います。 

  21節貸付金、災害援護資金の貸付金につきましては、350万円上限の18件を想定いたしまし

て6,300万円を計上してございます。 

  以上、民生費の説明とさせていただきます。 

○委員長（菅原辰雄君） 担当課長による細部説明が終わりましたので、３款民生費の質疑に入

ります。質疑ございませんか。及川幸子委員。 
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○及川幸子委員 及川です。１点ほどお伺いいたします。 

  65ページの老人福祉費、19節負担金の介護老人保健施設整備等補助金、つつじ苑の利子補給

ということなんですけれども、先ほどの説明どおり、あとこれで終わりということの解釈で

よろしいですね。先ほどの説明では、今まで震災後たまっていた利子補給分を今回で払うん

だというようなご説明のようでしたけれども。 

  それから、66ページ、老人福祉費20節扶助費の中で介護タクシー利用扶助費、新しいんです

けれども、110万円、これは非常にいいことだと思うんです、今までの移送サービスよりは。

介護タクシーを自分で呼んで使うわけですけれども、この介護タクシーをやっている事業者

さん、今まで社協で手配してやっていたんですけれども、これからはみずからが介護タクシ

ーを呼ぶような形になると思うんですけれども、この持っている事業者がどこなのか、ご説

明願います。 

○委員長（菅原辰雄君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（三浦 浩君） ２点ほどご質問がございましたので、回答させていただきます。 

  １点目の利子補給の件でございますが、施設において新たに借りかえをするといったような

相談がございました。借りかえに伴いまして利子が倍増するような形になりますので、それ

を債務負担でということを検討しますとなかなか毎年の額というものがどのようにしたらい

いのかといったことも懸念されるところがありまして、残っている利子を一括して補助金と

してどうでしょうかといったご相談をして、最終的にはご納得をいただいたということで、

今回計上させていただきました。 

  ２点目の福祉タクシーの業者につきましては、今年度中にこういった計画をしているのでと

いうことで、各管内のタクシー会社等々と事前に打ち合わせといいますか、こういった事業

を展開する場合にご協力いただけますかといった事前の相談はさせていただいております。

議決をいただければ、この後要綱をつくりまして、関係するタクシー会社さんと協定を結ん

で実施するといった予定としております。 

○委員長（菅原辰雄君） 及川幸子委員。 

○及川幸子委員 この負担金補助の関係はわかりました。 

  次の介護タクシーですけれども、特別な車なので、これを受け入れる事業者さんは何社ぐら

い見込んでおりますか。 

○委員長（菅原辰雄君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（三浦 浩君） 現在３社程度、予定がございます。 
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○委員長（菅原辰雄君） 及川幸子委員。 

○及川幸子委員 これが実施されるとなると利用者さんにもＰＲが必要だと思いますので、その

辺は抜かりなく、利用者さんがわからなかったということなく網羅、啓蒙していただきたい

と思います。以上、終わります。 

○委員長（菅原辰雄君） ほかに質疑はありませんか。今野雄紀委員。 

○今野雄紀委員 今野です。１点だけ伺いたいと思います。 

  ページ数ちょっとわからないんですけれども、例えば74ページ、子供医療対策に関してです

けれども、以前、ゼロ歳児のワクチンの助成について質問した経緯があるんですけれども、

今回……。じゃ次に回させていただきます。失礼いたしました。 

○委員長（菅原辰雄君） 佐藤宣明委員。 

○佐藤宣明委員 それでは、かわりまして１点だけお伺いいたしたいと思います。 

  ページは73ページです。一番下段の負担金補助及び交付金がございます。子どものための教

育保育給付費負担金１億1,100万円ほどございます。それで、課長の説明でよくわかったんで

すが、東幼稚園、それから観洋のマリン施設と、その２つに本年度からあさひ幼稚園の4,800

万円が加わったという形で、こども園移行の措置費という理解をしておるわけでございます

が、一方、歳入で国と県で8,700万円ほどの交付金という形で入ってくる。若干3,000万円ほ

ど差額があるわけでございますが、その財源というのはどこから出るんでしょうね。 

○委員長（菅原辰雄君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（三浦 浩君） こちらの係る経費につきましては、２分の１が国庫補助、４分

の１が県ということで、残り４分の１が町負担という形になります。 

○委員長（菅原辰雄君） 佐藤宣明委員。 

○佐藤宣明委員 了解です。 

○委員長（菅原辰雄君） ほかに質疑はございませんか。三浦清人委員。 

○三浦清人委員 我が町の福祉予算、大変なページ数あるんですが、質問の仕方、何したらいい

んだかわからなくて困っているんですね、内容が難しいのでね。 

  お聞きしたいのは、66ページ、67ページの障害者の関係ですが、知的の体験ステイというこ

とで、ショートだと思うんですが、これの30万円が計上されておりますが、何人ぐらい見越

しておるのか、66ページ、体験ステイ。非常にこの事業、県下でも我が町ぐらいかなと思っ

て見ておるんです、大変いい事業でありますので。 

  それから、67ページの相談事業ですが、これは委託しているんですね。ことしは、何百件と
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言ったらいいのか、多分かなりの数だと思うんですが、それを見越しての予算なのかという

ことをお聞かせいただきたい。 

○委員長（菅原辰雄君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（三浦 浩君） 初めに、先ほど佐藤委員のご質問のときに「国庫補助」と申し

ましたが、「国庫負担」でございました。大変申しわけありません。「補助」じゃなく「負

担」ということでございます。 

  それから、30万円の推進事業委託料でございますが、当初予算を毎年計上しているのであり

ますが、今のところ利用実績がないといった状況でございます。この辺も該当される方にも

う少しＰＲ等をしていきながら、せっかくある制度ですので、利用できるということを促し

ていきたいと思います。 

  それから、相談業務の件数ですが、今年度の取りまとめをまだしておりません。数字的には

まだ手元にありませんので、申しわけありません。 

○委員長（菅原辰雄君） 三浦清人委員。 

○三浦清人委員 体験ステイは実績がないというお話でしたけれども、ない理由といいますか、

利用者さんよりも支援センターが認識しておかないとまずいんじゃないですかね。体験ステ

イ、実際に行われていますので、それを利用しないということに大きな問題あるのかなと思

いますよ。私は、予算で幾らかでも補助を出しているのかなと思っておったんですが、そう

ではないというお話ですので、これは問題ですね。これは問題ですよ。せっかくある事業の

中で、予算を計上してあるにもかかわらず使わないということは、知らなかった、家族より

も、その相談支援するところがわかってなければまずいですよ。 

○委員長（菅原辰雄君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（三浦 浩君） 予算的にはのせてございまして、そういった契約をしても実績

がなければ契約のみになってしまいますので、利用実績が今のところないわけでございます

ので、こういった事業もあるといったことは町としても周知していきたいということでござ

います。 

  それから、相談事業の数ですけれども、手元にございますのは27年度の実績ですが、4,200

件ほどの相談がありました。 

○委員長（菅原辰雄君） ほかに質疑はありませんか。阿部 建委員。 

○阿部 建委員 76ページの保育所建設工事、これは先日、担行で28年度の予算……。 

○委員長（菅原辰雄君） 阿部 建委員、マイクをお使いください。 
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○阿部 建委員 これは、どうも先に、反対じゃないかという気がするんだけれども、予算のな

いときに担行を議決して、今、予算が提案されている。この内容について、どういう内容、

今まで聞いたことのないような予算ですけれども。わかりますか、言っていること。反対で

ないか、反対。予算のないところで議決をして、後から予算をとる、これも認められない。

予算は必ずしも認められるというものでもない。認められないからといって執行できないわ

けでもない。どういう内容なの。予算のないとき議決して、後で予算。これは。 

○委員長（菅原辰雄君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（三浦 浩君） 予算の計上の順序ということのご質問と理解をいたします。 

  保育所につきましては、12月の定例議会で債務負担行為を設定してございます。その際に３

億5,200万円という設定をしてございますので、それが裏づけで、その後に入札の行為をした

ということでございまして、順番的には債務負担行為が最初にありますので事務手続として

は違法ではないということです。 

○委員長（菅原辰雄君） 阿部 建委員。 

○阿部 建委員 私は違法だと言っていませんから、よく聞いてから答弁して。余り張り切り過

ぎて、課長ね。 

  そういうことを債務負担行為設定して、債務負担行為設定をすれば議決が後でもいいのかと、

議決が。そういうものではないのではないかと。工事請負と債務負担はこれは別なんですよ。

これは歌津議会でいっぱいもめたことがあるんですから、納得のいく説明をしてください。 

○委員長（菅原辰雄君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（三浦 浩君） 私が最初に申し上げますが、不足するところは総務課長に補っ

ていただきたいと思います。 

  12月議会におきまして３億5,200万円の債務負担行為を設定してございます。ここで予算額

は担保されてございます。その際の説明におきましても、1,000万円が委託料、残り３億

4,200万円が工事請負費という説明もちゃんとしてございます。ここで議決を受けておりまし

たので、議決後に順番として入札を行って、仮契約書を３月の今議会に提案をしたという事

務的な流れにつきましては妥当性があるだろうと思いますし、いろいろな実例を見ましても

それで問題はないという解釈のもとに今回担行議案として先日ご審議いただいたものでござ

います。 

○委員長（菅原辰雄君） 総務課長。 

○総務課長兼危機管理課長（三浦清隆君） 予算の仕組みでございますので、阿部 建委員は篤
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とご承知のことと思いますけれども、改めて確認の意味でご説明申し上げます。 

  12月補正予算の債務負担行為も予算の一部、議決予算でございますので、その際、保健福祉

課長が答弁いたしましたとおり、全体で３億5,200万円の予算の執行をしてもよろしいという

形でご決定いただきました。ただ、直の歳出予算の計上については28年度にはゼロ、29年度

に全額予算を計上するという形で本年度の当初予算に歳出予算は計上させていただきました。

ただ、債務負担行為として予算の議決をいただいてございますので、契約行為だけは平成28

年度中にしてよろしいというのが予算の性質でございますので、それに従って契約だけは先

に進めさせていただいたということで、支払い部分のみ本年度の当初予算に計上させていた

だきました。 

○委員長（菅原辰雄君） 阿部 建委員。 

○阿部 建委員 どうもすっきりした、わかりましたというようなことにはいきませんが、これ

は納得はいきませんが、私は質問をやめますから。委員長、納得はいかないけれども、質問

をやめますから。 

○委員長（菅原辰雄君） ほかに質疑はございませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（菅原辰雄君） なければ、３款民生費の質疑を終わります。 

  お諮りいたします。本日は議事の関係上これにて延会することとし、明16日午前10時より委

員会を開き、本日の議事を継続することにいたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（菅原辰雄君） ご異議なしと認めます。よって、本日は議事の関係上これにて延会す

ることとし、明16日午前10時より委員会を開き、本日の議事を継続することといたします。 

  本日はこれをもって延会といたします。 

     午後３時２４分  延会 

 


